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詳細条件審査型一般競争入札の実施に係る掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】 

（総合評価方式・施工体制確認型による契約方式） 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の川口本町団地基盤整備その他工事 

(以下「本工事」という。）に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるもの

とする。 

 

１ 掲示日 令和８年３月 25 日(水) 

 

２ 発注者・掲示責任者 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治 

東京都新宿区西新宿６－５－１ 

 

３ 工事概要 

（１）工 事 名 川口本町団地基盤整備その他工事 

（２）工事場所 埼玉県川口市本町一丁目 17 番１号  

（３）工事内容  

主な工事の内容は以下のとおり。 

 

◆建物解体工事 

 RC 造 10 階１棟（一部 SRC 造） 84 戸 

 鋼管杭撤去 （φ約 500 L=約 36ｍ 97 本） 

◆整地工事 

 約 1,400 ㎡ 

 

 その他、別冊図面及び別冊仕様書のとおり（交付方法については、下記(６)を参照） 

 

（４）工  期  

契約締結の翌日から令和 11 年１月 31 日まで（予定） 

（５）工事の実施形態 

① 本工事は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資

格確認資料（以下「資料」をいう。）の受付の際に、「企業の施工実績」、「配置予

定技術者の施工実績」、「施工計画」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外

の要素を総合的に評価して落札者を決定する、総合評価方式（加算方式、タイプ

Ｂ）の工事（電子入札対象案件）である。 

② 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施

できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行

工事である。 

③ 本工事は申請書及び資料の提出に加えて、見積価格書を受け付けヒアリングを
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通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見

積りの提出を求め活用する方式の工事である。 

  なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工

事契約後速やかに提出すること。 

④ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加

を制限する等の試行工事である。 

⑤ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等

の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。 

⑥ 本工事においては、申請書の提出（ただし、資料及び見積価格書は持参又は郵

送するものとする。）及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札

システムにより難いものは、本部長の承諾を得て紙入札方式に代えることができ

る。（様式は、「機構 HP」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「電子入札運用

基準」からダウンロードし、申請書提出までに下記７(１)の調達管理課へ「紙入

札方式参加承諾願」を２部提出すること。） 

⑦  本工事は、下記４(15)に掲げる専任特例２号の配置に関する兼務要件を満たす

場合においては、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条第３項ただし書第

二号（専任特例２号）の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事であ

る。 

（６） 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法 

① 設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、まず、別添のＦＡＸ専用

の交付申込書を以下の期間に送信し申し込むこと。 

※ 設計図面等の交付方法を、下記１）、２）から選択し、交付申込書の□を塗り

つぶすこと。 

１）設計図面・現場説明書のＰＤＦデータをＣＤに収録し無償交付 

２）設計図面を機構内コピーセンターで有償印刷、現場説明書はＰＤＦデータ 

をＣＤに収録し無償交付 

※ ただし、どちらの場合も送料（宅配便による着払い）は、交付申込者の負 

担とする。 

② 総務部調達管理課にてＦＡＸ受領後、購入申込書を当機構東日本賃貸住宅本部

コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」（以下「コピーセンター」とい

う。）に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図面及び現場説明

書等販売契約が成立するものとする。 

③ コピーセンターは、ＦＡＸ受領後（ＦＡＸ受領が午後以降の場合は、翌日扱い）、

３営業日後（土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。）までに、設計図

面及び現場説明書等が申込者に到着するように発送する。３営業日を過ぎても設

計図面及び現場説明書等が到着しない場合は、総務部調達管理課に電話にて確認

すること。 

なお、設計図面及び現場説明書等の交付に当たって、上記②の有償印刷を希望

した場合には、代金については、設計図面及び現場説明書等に同封するコピーセ

ンター発行の請求書により、銀行振込等にてコピーセンターに支払うものとする。 

【受付期間・申込み先・問合せ先】 



3 

 

受付期間：令和８年３月 25 日（水）から令和８年４月 24 日（金）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後４時（ただし、

正午から午後１時の間は除く。）まで。 

申込み先：独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

コピーセンター受託業者 株式会社ブルーホップ 

ＦＡＸ：03‐5323‐4785 

（この番号は、総務部調達管理課のＦＡＸ番号） 

問合せ先：独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

総務部調達管理課 電話：03‐5323‐2574 

 

４ 競争参加資格 

次の(1)から(15)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(16)の構成基準により結

成された特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）であり、かつ、(17)

に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る共同企業体としての競争参

加資格（以下「共同企業体としての資格」という。）の認定を受けている者であるこ

と。 

（１） 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都市再生機構達

第 95 号）第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。 

（２） 当機構東日本地区における令和７・８年度の競争参加資格について、「土木工事Ａ

等級」の認定を受けていること。共同企業体の構成員については、２者以内とし、

「土木工事Ａ等級」の組合せ、もしくは「土木工事Ａ等級」と「土木工事Ｂ等級」

の認定を受けている者の組合せとする。（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に

基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の

決定後、本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「土木

工事Ａ等級」、「土木工事Ｂ等級」の再認定を受けていること。） 

（３） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(2)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。 

（４） 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事

の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 

（５） 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として

不適当であると認められる者でないこと。 

なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるに

もかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。 

（６） 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において

関連がある建設業者でないこと。 

（７） 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 

（詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び

標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を

支配する者又はこれに準ずる者、を参照） 
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（８） 当機構東日本賃貸住宅本部（住宅管理センターを含む）及び株式会社ＵＲコミュ

ニティ（住まいセンターを含む。）発注の工事成績について、申請書及び資料の提出

期限日前１年以内の期間において 60 点未満のものがないこと。 

（９） 総合評価に係る「施工計画」が安全性、確実性、経済性等の観点から適切であり、

不備なく記載されていること。 

（10） 平成 27 年４月１日以降から申請書及び資料の提出期限の日までに元請けとして

完成した以下に示す市街地（DID 地区※２）における次のイ及びロの両工事の施工

実績を有すること（共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20％以上

の場合のものに限る。） 

イ 建物除却工事（RC 造もしくは SRC 造で建物の高さ H=20m 以上または楊重解体） 

ロ 整地工事 

※１ イ、ロは別工事でも可とする。 

※２ 総務省統計局が実施した平成 22、27 年及び令和２年度国勢調査の結果に基

づく人口集中地区を対象とする。 

※３ 共同企業体の場合は、代表者及び代表者以外の構成員のいずれも上記の実績

を有すること 

参考：令和２年度の都道府県別の人口集中地区境界図（下記総務省統計局ホームペ

ージ）https://www.stat.go.jp/data/chiri/map/c_koku/kyokaizu/index.html 

(11)  次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること

（共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること。）。ただし、

建設業法第 26 条第３ 項及び建設業法施行令（ 昭和 31 年政令第 273 号）第 27 条

第１ 項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。なお、配置予定技術者が

特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。その場合は、３名を

限度とする。複数候補者がいる場合の配置予定技術者の評価は、最も低い技術者の

評価点の合計をもって評価する。 

実際の施工にあたって、配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の

極めて特別な場合に限る。 

① １級土木施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等以上の能力を有する

者として国土交通大臣が認定した者であること。 

② 平成 27 年４月１日から申請書及び資料提出日の前日までに完成した工事で、

担当技術者（１級土木施工管理技士の有資格者）以上の技術者として、上記（10）

のイ及びロに掲げる工事の元請としての経験を有する者であること。 

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

る者であること。 

④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは

申請書及び資料の提出日以前に３か月以上の雇用関係があることをいう。なお、

被保険者証の写しを提出する場合、あらかじめ記号・番号等を油性マーカー等

で塗りつぶすこと。 

(12)  令和５年４月１日から申請書及び資料提出期限の日までの間に当機構東日本地区

で発注した工事種別「土木」において調査基準価格を下回った価格をもって工事を

契約し、工事成績評定に 68 点未満（工期末が令和６年 10 月１日以降の工事につい

https://www.stat.go.jp/data/chiri/map/c_koku/kyokaizu/index.html
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ては、70 点未満とする）（共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含

む）がある者は、申請書及び資料提出期限時点において次の条件を満たしているこ

と。 

① 当機構東日本地区で発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格

をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。 

② 当機構東日本地区で発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格

で契約し施工中の者は、申請書及び資料の提出期限において当該工事が終了し、

品質・出来形等の確認が完了していること。 

(13)  低入札価格調査対象となった場合には、施工体制及び品質の確保を求める必要が

あることから専任の監理技術者に加えて、主任技術者又は監理技術者と同等の資格

要件を有し、安全、品質管理を専任する技術者を１名以上追加配置できること。低

入札で落札された工事において追加配置された技術者は、監理技術者及び主任技術

者の取扱としないこと。追加配置された技術者を工事実績データに登録する場合は、

担当技術者とすること。 

なお、追加配置する専任の技術者については、低入札価格調査時に資格要件等の

確認できる書類を添付して報告すること。 

(14）  以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者

でないこと。 

・健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務 

・厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務 

・雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第７条の規定による届出の義務 

(15) 専任特例２号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。 

 《兼務要件》※ 監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外 

① 監理技術者補佐の要件（建設業法施行令第 28 条に規定の、主任技術者の資格を

有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は１級施工管理技士

等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者）を

満たす技術者を本工事に専任で配置すること。 

② 兼務する工事は、２を超えないこと。 

③ 専任特例２号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で 10 ㎞程度である

こと。 

④ 専任特例２号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係（配

置の日以前に３ヶ月以上の雇用関係）があること。 

⑤ 専任特例２号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。 

⑥ 専任特例２号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務（安全

管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な

工程立ち合い等）を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導するこ

と。 

⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例２号の配置を認めている工事であること。 

(16) 共同企業体の構成基準 

共同企業体の構成は、上記(1)から(15)をすべて満たす者で構成され、かつ、次

の①及び②により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は２者以
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内とする。 

① 各構成員の出資比率は２者で構成される場合にあっては 30％以上であること。 

② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出

資比率が最大であること。 

(23) 共同企業体としての資格の認定申請等 

① 認定申請 

本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記８(1)の申請書等の提出

に先立ち、別紙５「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による｢共同

請負入札参加資格審査申請書｣、｢特定建設工事共同企業体協定書｣、「委任状」及び

「工事経歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格

を有する者として認定を受けなければならない。（事前にシステム上の登録が必要

なため、申請書等提出期限日の一週間前までに下記７(2)まで提出すること。） 

② 提出方法 

持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。なお、下記８(1)の

提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、

本工事の競争入札に参加することができない。 

③ 認定資格の有効期限 

認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、

本工事に係る契約が締結される日までとする。 

 

５ 設計業務等の受注者等 

（１） 上記４(６)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。 

株式会社都市整備技術研究所 

 

（２） 上記４(６)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」

とは、次の①又は②に該当するものである。 

① 当該受注者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出

資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている建設業者 

② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねて

いる場合における当該建設業者 

 

６ 総合評価に関する事項 

（１） 入札の評価に関する基準 

本工事の総合評価のうち、「技術評価点」に関する「企業の施工実績」、「配置予定

技術者の施工実績」、「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙４「評

価項目、評価基準及び得点配点等について」のとおりとする。 

（２） 総合評価の方法 

上記(１)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目に係る提案について点数

化し、「技術評価点」として最大40点を与える。なお、設計図書（ 設計図、現場説

明書、基盤整備工事共通仕様書等）に規定されている取組や一般的な取組、及び具

体的・効果的な内容ではない取組には加算点は付与しないほか、発注時の実施設計
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に変更を加える提案は行ってはならず、これらについては評価対象としない。 

（３） 落札者の決定方法 

① 入札参加者は「入札価格」と「企業の施工実績」、「配置予定技術者の施工実績」、

「施工計画」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定

価格の制限の範囲内である者のうち、「価格評価点」、「技術評価点」、「施工体制評

価点」により算定する以下の数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札

者とする。 

 

・評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点 ＋ 施工体制評価点 

価 格 評 価 点：100×（１‐入札価格／予定価格） 

技 術 評 価 点：上記６（２）による得点の合計（最大40点） 

施工体制評価点：下記６（４）による得点の合計（最大30点） 

 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の

内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と

契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し

く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、当機構の求め

る最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者

とすることがある。なお、評価値の最も高い者が２者以上ある時は、くじ引きに

より落札者となる者を決定する。 

② ①のただし書きに該当し、入札（見積）心得書第９条第２項に定める低入札価

格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が

履行可能な理由として説明した事項を別記様式５「確認書」として締結し、確

認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。 

(４) 施工体制評価について 

① 施工体制評価点の配点基準 

施工体制評価点は、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価

するものとし、配点基準は下表による。 

評価項目 評価基準 配点 得点 

品質確保の実

効性 

工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確

保され、掲示文兼入札説明書等に記載された要求要

件をより確実に実現できると認められる場合。 

15.0 

／ 

15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確

保され、掲示文兼入札説明書等に記載された要求要

件を確実に実現できると認められる場合。 

5.0 

その他 0.0 

施工体制確保

の確実性 

工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人

員及び材料が確保されていることなどにより、適切

な施工体制が十分確保され、掲示文兼入札説明書等

に記載された要求要件をより確実に実現できると

認められる場合。 

15.0 
／ 

15.0 
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工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人

員及び材料が確保されていることなどにより、適切

な施工体制が概ね確保され、掲示文兼入札説明書等

に記載された要求要件を確実に実現できると認め

られる場合。 

5.0 

その他 0.0 

合  計 
／ 

30.0 

 

なお、入札価格が調査基準価格未満（※１）の場合は、品質確保の実効性及び施

工体制確保の確実性を確認するため、追加で掲示文兼入札説明書に記載の調査資

料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い施工体制評価点を決定する。詳細

は対象者に別途連絡する。（別紙２及び別紙３参照） 

ⅰ  入札価格が調査基準価格（※１）未満かつ特別重点調査基準価格（※２）以

上の場合は、次に掲げる様式による資料を提出すること。 

・ 積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書①【様式２－１】 

・ 内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書②【様式様式２―２】 

・ VE提案等によるコスト縮減額調書【様式３】 

・ 資材購入予定先一覧【様式８－２】 

・ 機械リース元一覧【様式９－２】 

・ 労務者の確保計画【様式10－１】 

・ 施工体制台帳【様式15】 

ⅱ 特別重点調査基準価格（※２）未満の場合は、次に掲げる様式による資料及

びその添付書類を提出すること。 

・ 上記ⅰの資料 

・ 下請予定業者等一覧表【様式４】 

・ 配置予定技術者名簿【様式５】 

・ 工種別労務者配置計画【様式10－２】 

・ 建設副産物等の搬出地【様式11】 

・ 建設副産物等の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書【様式12】 

・ 品質確保体制（品質管理のための人員体制）【様式13－１】 

・ 品質確保体制（品質管理計画書）【様式13－２】 

・ 品質確保体制（出来形管理計画書）【様式13－３】 

・ 安全衛生管理体制（安全衛生教育等）【様式14－１】 

・ 安全衛生管理体制（点検計画）【様式14－２】 

※１ 調査基準価格 

入札比較価格（予定価格に100/110を乗じて得た額）の7.5/10から9.2/10の

範囲内で、予定価格の算定金額における直接工事費の97%、共通仮設費の90%、

現場管理費の90%、一般管理費の68%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したも

のをいう。 

※２ 特別重点調査基準価格 

予定価格の算定金額における直接工事費の90%、共通仮設費の80%、現場管

理費の80%、一般管理費の30％をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをい
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う。 

② 施工体制に関する審査 

施工体制の審査は施工体制等の確認ヒアリング調書の他、入札価格により上記

６（４）①ⅰ又はⅱにより審査を行う。提出様式は開札後に交付するものとし、

資料を含めた提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後５営業日以内とす

る。施工体制の調査資料未提出の場合には、施工体制評価点を０点かつ技術評価

点を 10 点減点（ただし、技術評価点が 10 点未満の場合は、技術評価点を０点）

とする。 

③ 施工体制確認のヒアリング 

ⅰ 調査基準価格以上の場合 

施工体制等の確認ヒアリング調書の提出により確認するものとする。ただし、

入札参加者全てが調査基準価格以上で、且つ、品質確保・施工体制確保が必ず

しも十分に構築されないと認める事情がない場合には、ヒアリングを省略し、

即時に落札者を決定することがある。 

ⅱ 調査基準価格未満の場合 

確認ヒアリング調書及び上記６（４）①ⅰ又はⅱの資料提出の他、ヒアリン

グ及び審査を実施する。 

(５) 本工事の総合評価においては、以下の条件を満たすこと。 

① ４（４）及び（５）における要件を満たすこと。 

② 施工計画及び、品質管理の内容が当機構の基準を満たしていること。 

 

(６) 失格の要件 

「施工計画」が未提出、白紙提出の場合は提出資料不備による失格とする。また、

「施工計画」の内容に著しい不備があり、安全面・品質面等で適切でないことが明

らかである場合又は申請書提出時に行う施工計画に関する技術ヒアリングにおいて

配置予定技術者が出席できない場合は、失格とすることがある。 

(７) 評価内容の担保  

① 落札者の提示した施工計画及び施工体制については、全て契約内容となるもの

であり、契約後、速やかに総合評価計画書を提出し、受注者、工事監督部署、発

注部署の三者により、計画書の内容を確認するものとする。 

② 施工計画及び施工体制の不履行が工事目的物の瑕疵に該当する場合は、工事請

負契約書に基づき、瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは修補とともに

損害賠償を請求するものとする。 

③ 受注者の責により入札時の評価内容が実施されないと判断された場合は、ペナ

ルティとして工事成績評定を最大15点減ずることとし、未実施項目毎に点数を減

ずるものとする。 

 

７ 担当本部等 

（１） 令和７・８年度の一般競争参加資格の申請等について 

① 申請方法について 

当機構ＨＰを参照 
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「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html」 

② 問い合せについて 

〒163-1382 東京都新宿区西新宿６－５－１ 

新宿アイランドタワー19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

総務部調達管理課 電話：03-5323-4906 

（２） 申請書、資料及び見積価格書に関する事項について 

問い合せについて 

〒163-1382 東京都新宿区西新宿６－５－１ 

新宿アイランドタワー17階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

技術監理部企画第４課 電話03-5323-2432 

（３） その他入札手続きについて 

    上記（１）②に同じ。 

 

８ 競争参加資格の確認 

（１） 本競争の参加希望者は、上記４に掲げる競争参加資格を有することを証明するた

め、次に従い、申請書、資料及び見積価格書を提出し、本部長から競争参加資格の

有無について確認を受けなければならない。 

上記４(２)の認定を受けていない者も次に従い申請書、資料及び見積価格書を提

出することができる。この場合において、上記４(１)及び(３)から(15)までに掲げ

る事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記４(２)に掲げる事項を満た

していることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確

認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記４(２)に掲げる事

項を満たしていなければならない。 

この場合、競争に参加するためには、以下に従い、事前に一般競争参加資格の認

定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 

【一般競争参加資格の受付について】 

① 受付期間：令和８年３月 25 日(水)午前９時 15 分から令和８年４月 17 日(金)

午後５時 40 分まで 

② 申請方法： 

(1)受付期間：上記の受付期間内 

(2)申請場所： 〒860-0804 熊本市中央区辛島町 5-1 日本生命熊本ビル 12

階 独立行政法人都市再生機構 資格審査担当 電話 096-288-1652 

(3)申請方法： 原則として電子メール方式による。 

詳細は下記 HP 中「電子メール申請ガイド」に従うこと。 

https://www.ur-net.go.jp/order/info.html 

上記申請期限の１営業日前正午までに７(1)まで事前に連絡を行った

うえで、上記ガイドに従い手続きを進めること。 

③  問合せ先：上記７(１)に同じ 

なお、期限までに申請書、資料及び見積価格書を提出しない者並びに競争参加
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資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 

（２） 申請書、資料及び見積価格書の提出方法、期間及び場所 

① 申請書の提出方法、期間及び場所 

提出方法： 申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事

由により、本部長の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明でき

る者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。

郵送の場合は封筒表に「川口本町団地基盤整備その他工事に係る申請

書 在中」と記載し、提出期間内必着とした書留郵便等の配達記録が残

るものにより郵送とすること。なお、提出期間を超えた申請書は受付

ないものとする。 

提出期間：令和８年３月 26 日(木)から令和８年４月 24 日（金)の土曜日、日曜日

及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後４時（ただし、正午から午後

１時の間は除く。）まで。 

提出場所：電子入札システムによる。 

紙入札による場合は、原本を上記７（２）に提出する。 

② 資料（別記様式１～７及び関連資料）の提出方法、期間及び場所 

提出方法：電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持

参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、提

出予定日の２営業日前までに、提出場所にその日時について連絡する

ものとする。（電子入札システムによる場合も持参するものとする）。

郵送の場合は、封筒表に「川口本町団地基盤整備その他工事に係る申

請資料 在中」と記載し、提出期間内必着とした書留郵便等の配達記

録が残るものにより郵送とすること。なお、提出期間を超えた資料は

受付ないものとする。 

提出期間：上記（２）①に同じ。 

提出場所：上記（２）①の紙入札による場合に同じ。 

③ 見積価格書及び関連資料の提出方法、期間及び場所 

提出方法：電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持

参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、提

出予定日の２営業日前までに、提出場所にその日時について連絡する

ものとする。（電子入札システムによる場合も持参するものとする）。

郵送の場合は、封筒表に「川口本町団地基盤整備その他工事に係る見

積価格書  在中」と記載し、提出期間内必着とした書留郵便等の配達

記録が残るものにより郵送とすること。なお、提出期間を超えた見積

価格書は受付ないものとする。 

提出期間：令和８年３月 26 日（木)から令和８年５月 15 日（金)の土曜日、日曜

日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後４時（ただし、正午から午

後１時の間は除く。）まで。 

提出場所：上記（２）①の紙入札による場合に同じ。 

（３） 見積価格書に係るヒアリングの日時、場所及び参加者 

 日時：令和８年６月３日（水）から６月５日（金） 
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見積価格書提出後に別途、調整を行う。 

場所：〒163-1382 東京都新宿区西新宿６－５－１ 

新宿アイランドタワー18階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 技術監理部企画第１課 

      電話 03-5323-4349 

参加者：配置予定技術者のほか、見積価格書の内容及び根拠の説明をするこ

とができる者が参加すること。配置予定技術者が見積価格書の内容及

び根拠の説明をすることができる場合は、配置予定技術者のみでよ

い。 

なお、ヒアリング予定日の２営業日前までに、ヒアリング場所にそ

の日時について連絡するものとする。 

 

（４） 申請書は、別記様式１により作成すること。 

（５） 資料及び見積価格書は、[別記様式等]に示す「詳細条件審査型一般競争入札参加

資格申請書類作成の手引き」及び「見積価格書作成要領」を参考に、次に従い作成

すること。なお、下記①の施工実績及び下記②の配置予定技術者の施工実績につ

いては、平成 27 年４月１日以降に工事が完成し、申請日の前日までに引渡しが済

んでいるものに限り記載すること。 

① 施工実績 

上記４（８）及び（12）に該当しないこと及び上記４(10)に掲げる資格があ

ることを判断できる工事の施工実績等を別記様式２に記載すること。 

② 配置予定の技術者 

上記４(11)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格

及び工事の実績を別記様式３に記載すること。なお、配置予定の技術者として

複数の候補技術者の資格及び工事の実績を記載することもできる。 

また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合におい

て、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなく

なったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書

の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置す

ることができないにもかかわらず入札した場合及び上記４（13）に記載する低

入札価格調査対象となった場合に上記４（11）①～④の基準を満たす主任技術

者又は監理技術者と同等の資格要件を有し、安全、品質管理を専任する技術者

を１名以上追加配置できない場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行

うことがある。なお、配置予定技術者については資格が証明できる資料等の写

しを提出すること。 

専任特例２号の配置を行う場合においては、別添「人員の配置を示す計画書

（専任特例２号）」を提出すること。 

 

③ 企業の施工実績 

別紙４に掲げる「企業の施工実績」を別記様式２及び別記様式４－１

（Microsoft Excel又はMicrosoft Wordで参照・編集可能な形式とする。）に



13 

 

より提出すること。（資料を提出する際に、別途CD-R又はDVD-Rに保存して提

出すること。） 

また、「企業の施工実績」の実績について、工事成績評定点及び表彰実績等

が証明できる資料の写しを提出すること。加えて、ISO9001及びISO14001認証

取得状況について記載し、登録証の写しを添付すること。また、ワーク・ライ

フ・バランス等の推進に関する指標に係る適合状況を別記様式７記載の上、認

定を受けている場合には、ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する

認定書の写しを添付すること。 

④ 配置予定技術者の施工実績 

別紙４に掲げる「配置予定技術者の施工実績」を別記様式３及び別記様式４

－２（Microsoft Excel又はMicrosoft Wordで参照・編集可能な形式とす

る。）により提出すること（資料を提出する際に、別途CD-R又はDVD-Rに保存

して提出すること。）。また、「配置予定技術者の施工実績」の実績につい

て、工事成績評定点及び表彰実績等が証明できる資料の写しを提出すること。

配置予定技術者ごとに別記様式３及び別記様式４－２を作成すること。 

施工実績、工事成績評定、優良表彰工事における従事した実績は、以下の従

事期間とし、実施工程表等の確認できる資料を添付すること。 

①同種工事として設定した工種の実施期間が１年未満の場合は、施工期間の

半分以上 

②同種工事として設定した工種の実施期間が１年以上の場合は、６か月以上

加えて、継続教育については、令和６年度の学習履歴を証明する資料を添付す

ること。 

⑤ 施工計画 

別紙４に掲げる項目を判断できる技術的事項に対する所見について別記様式

４－３（Microsoft Excel又はMicrosoft Wordで参照・編集可能な形式とす

る。）に記載すること（資料を提出する際に、別途CD-R又はDVD-Rに保存して

提出すること。）。なお、現場条件を把握した上で施工地区及びその周辺の状

況をよく調査の上検討を行い、実施方法、実施期間、提案事項の期待される効

果までを具体的に記載すること。ただし、仕様書等に記載されていることは記

述不要であり、記述しても評価の対象とならない。 

施工計画の取り扱いは下記による。 

(1) 不適切と判断する施工計画書 

「施工計画書」は必須の評価項目であるため、未提出、白紙提出の際は

提出書類不備による失格とする。また、「施工計画」の内容に著しい不備

などがあり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合は、

失格とすることがある。 

(2) 評価しない提案 

仕様書と同程度の提案及び一般的な提案は評価の対象としない。 

以下に示す様な提案項目は、実施効果が小さいことや契約後の協議等に

よる確認を要することから評価の対象としない。 

ただし、履行の要否は、契約後に３者（請負者、工事監督部署、発注部
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署）により詳細な内容を確認し、その取扱いを協議する。 

① 現場条件に適合しない提案、明らかに実施効果が小さいと思われるよ

うな提案。 

② 不確定要素を前提とした実現性の低い提案。 

③ 設計図書の変更が伴うもの。ただし、変更内容が軽微であり、かつ効

果が期待され、「設計図書で示す協議事項でないもの」、「工事目的

物の変更が伴わないもの」の条件を満足するものは除く。 

④ 「施工（実施）方法」、「確認方法」について具体的内容が確認でき

ないもの。 

⑤ その他、契約後に協議等により確認を必要とするもの。 

(3) 評価できる提案 

上記(1)、(2)に該当しない提案は評価の対象とし、履行義務を負うもの

とする。なお、過度なコスト負担を要する提案は、優れた提案であっても

過度なコストを要しない提案より優位な評価としないが、履行義務は負う

ものとする。 

⑥ 契約書等の写し 

上記①の施工実績として記載した工事が元請の実績である証明ができる書類

（工事請負契約書の表紙、特定元方 事業者の事業 開始報告書等）の写しを提

出すること。また、併せて施工実績に記載した工事概要が確認できる図面等の

写しを提出すること。ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財

団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム（CORINS）」に登録

されており、上記内容が確認できるもの（工事カルテ等）の写しを提出すること

をもって代えることができる。なお、国・地方公共団体・公団・機構等公共機関

以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確

認を受けること。②の施工実績として記載した工事の契約書及び工事内容が解

る設計図書等の写しを提出すること。なお、民間工事については、請負契約書の

写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）に基

づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。 

※民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方への問い

合わせを行うことがある。 

⑦ 令和７・８年度の「有資格者名簿」の該当部分の写し 

機構ＨＰ（「入札・契約情報」＞「入札等に参加される皆さまへ」）の有資格者

名簿より「土木工事Ａ等級」又は「土木Ｂ等級」の認定を受けていることがわ

かる該当部分の写しを提出すること。 

https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html 

⑧ 建設業許可申請書の写し 

⑨ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し等 

上記４（14）に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模

等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、

最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が適用

除外となっている場合には別記様式６元請適用除外誓約書を、未加入であった 

https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html
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者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提

出すること。 

健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、以下に示すいずれ

かの書面とする。 

・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し 

・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し 

・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し 

雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。 

・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険 料申告書の写

し 

・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知書）の写し  

※ あらかじめ記号・番号等を油性マーカー等で塗りつぶし、判読が不可能な

程度にマスキングを施された写しを提出するものとする。 

⑩ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に係る適合状況（別記様式７）

を記載の上、認定を受けている場合には、ワーク・ライフ・バランス等の推進企業

を評価する認定書の写しを添付すること。 

⑪ 見積価格書 

 別記２「見積価格書作成要領」に基づき、作成すること。 

 見積りを求める工種等については、以下の通りとする。 

  土木、造園、建築、電気、機械に係る工事  

（６） 機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認された場合、競

争参加資格を認めない。 

（７） 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、

その結果は令和８年６月８日（月）までに、電子入札システムにて通知する。（紙に

より申請した場合は、紙にて郵送（発送）する。） 

（８） その他 

① 申請書、資料及び見積価格書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とす

る。 

② 本部長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に

無断で使用しない。ただし、見積価格書については、今後の工事発注に活用する

ことがある。 

③ 提出された申請書、資料及び見積価格書は、返却しない。 

④ 提出期限以降における申請書、資料及び見積価格書の差し替え及び再提出は認

めない。 

⑤ 申請書、資料及び見積価格書に関する問い合わせ先 

上記（１）及び（７）に関して 上記７(１)に同じ。 

上記（２）、(３)、(４)、(５)及び（６）に関して 上記７(２)に同じ。 

⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項 

電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式は Microsoft 

Word、Microsoft Excel、PDF 形式又は画像ファイル（JPEG 形式及び GIF 形式）

で作成すること。 
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ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又は ZIP形式を指定するものとする。 

ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。 

電子入札システムにより入札を行う場合であっても、資料の提出は内容を説明

できる者が持参又は郵送するものとする。 

 

９ 苦情申立て 

（１） 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認

めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 

① 提出期限：令和８年６月15日（月）午後４時 

② 提出場所：上記７(１)に同じ。（書面を持参する場合） 

③ 提出方法：電子入札システムにより提出するものとする。 

  ただし、本部長の承諾を得た場合は、書面を提出場所に持参するものとする（郵

送又は電送によるものは受け付けない。）。 

（２） 本部長は、説明を求められたときは、令和８年６月 22 日（月）までに説明を求め

た者に対し電子入札システム（書面による説明要求の場合は書面）により回答する。 

ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を

延長することがある。 

（３） 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認め

られるときは、その申立てを却下する。 

（４） 本部長は上記(２)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答

を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。（紙による説明要求の

場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧により遅滞なく公

表する。） 

 

10 再苦情申立て 

（１） 上記９(２)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を

受け取った日（又は、説明に係る書面を受け取った日）から７日（行政機関の休日

に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休

日」という。）を含まない。）以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦

情の申立てを行うことができる。 

なお、再苦情の申し立てについては、入札監視委員会に審議を依頼する者とする。 

① 受付場所：〒163-1382東京都新宿区西新宿６‐５‐１ 

新宿アイランドタワー19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

総務部総務課  電話：03-5323-2990 

② 受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後４時（ただ

し、正午から午後１時の間は除く。）まで 

（２） 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの

審議の報告を受けた日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に、その結

果を書面により回答する。 

（３） 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認め
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られるときは、申立て後７日（休日を含まない。）以内にその申立てを却下する。 

（４） 本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面

及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 

（５） 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先 

上記(１)①に同じ。 

 

11 掲示文兼入札説明書（公募条件、総合評価方式、見積価格書、設計図書及び

現場説明書等）に対する質問 

（１） 公募条件、総合評価方式、及び見積価格書に対する質問がある場合は、次に従い、

「[別記様式等］に示す質問書参考様式」を参考にした様式を用い、書面及び電子

データ（Microsoft Excel 又 Microsoft Word で参照・編集可能な形式とする。）

により提出すること。提出がない場合は質問がないものとみなす。 

①  質問書の提出 

イ 提出期間：令和８年３月 26 日(木）から令和８年４月８日(水）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 4 時（ただし、正午か

ら午後 1 時の間は除く。）まで 

ロ 提出場所：上記７（２）に同じ。 

ハ 提出方法：書面及び電子データは持参することにより提出することとし、郵送及

び電送によるものは受け付けない。なお、提出予定日の２営業日前ま

でに、提出場所にその日時について連絡するものとする。 

②  回答書の閲覧 

 上記①の質問に対する回答書は、機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場

合もあるので、上記①で提出していない者も必ず下記ロの閲覧場所にて閲覧する

こと。 

イ 閲覧期間：令和８年４月 15 日（水）から令和８年５月 14（木）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後４時まで。 

ロ 閲覧場所：上記７（２）に同じ。 

 

（２） 設計図書、現場説明書に対する質問がある場合は、次に従い、「[別記様式等］に

示す質問書参考様式」を参考にした様式を用い、電子入札システムにより提出する

こと。提出がない場合は質問がないものとみなす。  

電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容

は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記

載 し な い こ と 。（ 機 構 Ｈ Ｐ 掲 載 の 「 受 注 者 操 作 マ ニ ュ ア ル _06_質 問 回 答

（https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html）」を遵守すること） 

① 質問書の提出 

イ 提出期間：令和８年３月 26 日(木）から令和８年６月８日(月）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 4 時（ただし、正午か

ら午後 1 時の間は除く。）まで 

ロ 提出場所：電子入札システムによる。紙入札による場合は７（２）に同じ。 

ハ 提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得
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て紙入札による場合は、質問書を持参し、７（２）に提出するもの

とする。 

② 回答書の閲覧 

上記①の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙に

より質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場

合もあるので、電子入札システムにて提出した者も必ず下記ロの閲覧場所にて閲覧

すること。 

イ 閲覧期間：令和８年６月 15 日（月）から令和８年７月 10 日（金）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後４時まで 

ロ 閲覧場所：上記７（２）に同じ。 

 

12 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書、工事費内訳書の提出方法 

（１） 入札の日時及び入札書、工事内訳書の提出方法 

入札日時：令和８年７月 13 日（月）午前 10 時から正午まで 

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た

場合は、上記７(３)に持参すること。 

（郵送または電送によるものは受け付けない。） 

(２) 開札の日時及び場所 

日  時：令和８年７月 14 日（火）午前 10 時（予定） 

場  所：東京都新宿区西新宿６‐５‐１ 

新宿アイランドタワー19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

入札室 

 

13 公正な入札の確保 

  入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 

(１) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律

第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

(２) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札

価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければなら

ない。 

(３) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に

開示してはならない。 

 

14 入札方法等 

（１） 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た

場合は、紙により上記７（３）（調達管理課）に持参すること。郵送又は電送による

提出は認めない。 

また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ

（https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html）に公開している「入札書（電子入

札用）」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の３桁の数字を

https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html
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必ず記入すること。 

（２） 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者 であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３） 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。ただし、２回目の入札で落札者

がいないときは、直ちに又は別に日程を定めて、２回目の入札参加者の中から希望

者を募り、見積もり合わせを行うことがある。なお、見積もり合わせの執行回数は、

原則として２回を限度とする。 

 

15 入札保証金及び契約保証金 

（１） 入札保証金 免除 

（２） 契約保証金 請負代金額の 10 分の１以上を納付。 

ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるこ

とができる。 

また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を

行った場合は、契約保証金を免除する。 

なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代

金額の 10 分の３以上とする。 

 

16 工事費内訳書の提出 

（１） 第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応する工事費内

訳書を提出すること。 

工事費内訳書は電子入札システムにより提出することとし、入札書に 工事費内

訳書ファイルを添付し、同時送付すること。（ファイル容量が３ＭＢを超える場合は

入札書を電子入札システムで提出したうえで、工事費内訳書一式を下記提出先に持

参すること。） 

なお、紙により持参する場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中

封筒の間に入れて持参すること。 

提出日時：上記 12(１)と同じ 

提出先 ：上記７（３）に同じ 

（２）  工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は別に示す記載方法を参考にして、

種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、

細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らか

にすること。また、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、安全衛生経費及

び建設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること。 

工事費内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載すること。会社

印及び代表者（又は代理人）印は電子入札システムにより提出する場合は省略でき

る。持参により工事費内訳書を提出する場合は、会社印及び代表者（又は代理人）

印の押印が必要であるが、本件責任者・担当者・連絡先（電話番号）を記載するこ
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とで押印を省略できる。 

（３） 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第７条第９号に該当する無効の入札

として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。 

① 未提出であると認められる場合（ 未提出であると同視できる場合を含む。） 

イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 

ロ 内訳書とは無関係な書類である場合 

ハ 他の工事の内訳書である場合 

ニ 白紙である場合 

ホ 内訳書に押印が欠けている場合又は持参した内訳書に本件責任者・担当

者・連絡先（電話番号）の記載がない場合（電子入札システムにより工事費

内訳書が提出される場合を除く。） 

へ 内訳書が特定できない場合 

ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 

② 記載すべき事項が欠けている場合 

イ 内訳の記載が全くない場合 

ロ 掲示文兼入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たし

ていない場合 

③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合 

イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合 

④ 記載すべき事項に誤りがある場合 

イ 発注者名に誤りがある場合 

ロ 発注案件名に誤りがある場合 

ハ 提出業者名に誤りがある場合 

ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 

⑤ その他未提出又は不備がある場合 

（４） 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権

利義務を生じるものではない。 

 

17 開札 

開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わ

せて行う。 

入札参加者の開札時の立ち会いは不要とする。  

 

18 入札の無効 

本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記

載をした者のした入札、別冊現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関す

る条件に違反した入札並びに、特段の理由もなく見積価格書の提出がなされないままな

された入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を

取り消す。 

なお、本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時におい

て上記４に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 
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19 落札者の決定方法 

上記６(３)のとおり 

 

20 支払条件 

前金払 40％以内、中間前金払または出来高による部分払（どちらか一方を選択）及び

完成払。 

ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約第 34 条第

１項中「10 分の４」を「10 分の２」に、第７項中「10 分の４」を「10 分の２」に、「10

分の６」を「10 分の４」に、第９項中「10 分の５」を「10 分の３」に、「10 分の６」を

「10 分の４」に読み替えるものとする。 

 

21 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方と

随意契約により締結する予定の有無 

 無 

 

22 建設業法第 20 条の２第２項に基づく通知について 

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和 24 年 法律第

100 号）第 20 条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象

が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の

相手方の決定）から請負契約を締結するまで（設計・施工一括発注方式の場合にあっては、

覚書を締結するまで、枠組み協定型一括入札方式で発注する場合にあっては、協定を締結

するまで）に、当機構に対して、別記様式８を用いその旨を当該事象の状況の把握のため

必要な情報と併せて通知すること。 

イ 提出 ：契約書等の提出と合わせて提出すること。 

ロ 提出場所：７（３）に同じ。 

ハ 提出方法：持参するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。 

 

23 その他 

（１） 入札 参 加 者は 、 機構 ホー ム ペ ージ 「 入札 ・契 約 情 報」（ https://www.ur-

net.go.jp/order/sanka.html） に掲載されている入札心得（電子入札用の入札 

心得を含む。）及び工事請負契約書案及び電子入札運用基準並びに受注者操作マニ

ュアル_06_質問回答（https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html）を熟読し、入

札 心 得 、 電 子 入 札 運 用 基 準 及 び 受 注 者 操 作 マ ニ ュ ア ル _06_ 質 問 回 答

（https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html）を厳守すること。 

電子入札システムの質問書の提出において、題名及び質問内容に質問者が特定

できるような情報が記載された場合、公正な入札執行を害するものとして、失格と

することがある。 

（２） 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく

指名停止を行うことがある。 

（３） 落札者は、上記８(４)の資料に記載した配置予定の技術者を本工事の現場に専任

http://www.ur-net.go.jp/）の「入札・契約情報」に
https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html
https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html
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で配置すること。なお、配置予定の技術者の変更は、原則として認めない。 

（４） 当機構が取得した文書（例：競争参加資格確認申請書等）は、「独立行政法人等の

保有する情報の公開に関する法律」（平成 13 年法律第 140 号）に基づき、開示請求

者（例：会社、個人等「法人・個人」を問わない。）から請求があった場合に、当該

法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、

開示対象文書になる。 

（５） 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日～１月３日を除く毎

日、８時 30 分から 20 時 00 分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電

子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。 

（６） 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本

方針」（平成 22 年 12 月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有す

る法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等

の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。 

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームペー

ジで公表するので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札

若しくは応募又は契約の締結を行こと。 

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみな

す。 

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力

をしない相手方については、その名称等を公表することがある。 

１) 公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めてい

ること 

② 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は

課長相当職以上の職を経験した者（課長 相当職以上経験者）が役員、顧問

等として再就職していること 

２) 公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契

約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げ

る情報を公表します。 

① 当機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者（当機構ОＢ）の人数、職

名及び当機構における最終職名 

② 当機構との間の取引高 

③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分

のいずれかに該当する旨３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の

２未満又は３分の２以上 

④ １者応札又は１者応募である場合はその旨 

３) 当方に提供していただく情報 

① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名

及び当機構における最終職名等） 
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② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引

高 

４) 公表日 契約締結日の翌日から起算して 72 日以内 

(７) 本工事の履行にあたり、工事受注者は現場説明書を遵守すること。 

また、本工事は第三者による工事監理者を配置する。 

(８) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。 

なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。 

(９) 本工事は、月単位の週休２日（発注者指定方式）の試行工事である。 

なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。 

(10) 本工事について、以下の対応が発生する。 

① 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部工事発注担当職員及び監督員に

よる「施工体制」、「施工状況」、「品質」、及び「下請けへの支払い条件

（支払い内容の確認・書類提出を含む）」等に関して「着工前（着工会議

等）」、「施工中（定例会議等）、「施工後」にヒアリングを実施する。 

② 上記①による問題点、是正点等が認められた場合は、発注担当職員又は監督員

により適宜、是正指導を行う。 

(11)  システム操作マニュアルは、ＵＲ都市機構入札・契約情報 電子入札のホームペ

ージに公開している。 

(12) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 

・ システム操作・接続確認等の問い合わせ先 

電子入札総合ヘルプデスク 

TEL 0570-021-777 

電子入札ホームページ  

https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html 

・ ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先 ＩＣカード取得先のヘルプデス

クへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫して

いるなど緊急を要する場合は、７（３）（調達管理課）に連絡すること。 

 (13) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、

通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った

場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合が

ある 

・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知（電子入札システムから自動通知） 

・ 競争参加資格確認申請書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知

らせる。） 

・ 競争参加資格確認通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせ

る。） 

・ 辞退届受信確認通知（電子入札システムから自動通知） 

・ 辞退届受付票（電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的

にメールでも知らせる。） 

・ 日時変更通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

・ 入札書受信確認通知（電子入札システムから自動通知） 

https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html
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・ 入札書受付票（電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的

にメールでも知らせる。） 

・ 入札締切通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 

・ 再入札通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

・ 再入札書受信確認通知（電子入札システムから自動通知） 

・ 落札者決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

・ 決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

・ 保留通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

・ 取止め通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

・ 中止通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

・ 見積依頼通知書（不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的

にメールでも知らせる。） 

・ 見積書受信確認通知（不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自

動通知） 

・ 見積締切通知書（不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的

にメールでも知らせる。） 

(14) 第１回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時につい

ては、電子入札、紙による持参が混在する場合があるため、本部長から指示する。 

(15) 落札者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結

し、「個人情報等に係る取扱手順書」により個人情報等を適切に取扱わなければなら

ない（詳細は、「機構 HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入

札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「個人情報等の保護に関す

る特約条項」を参照。）。  

(16) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約

条項」（詳細は、「機構 HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→

「入札関連様式・標準契約書」→「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を

参照）を契約書と併せて、同日付で締結しなければならない。 

(17) 当掲示文兼入札説明書の別記様式及び別添資料については、交付資料（ＦＡＸ申込）

を発送する際にＣＤデータ化したものを同封する。 

[別添] 

・ ＦＡＸ申込書（設計図面等交付申込書） 

[交付資料] 

・ 別紙１（低入札価格調査について） 

・ 別紙２（施工体制等の確認のためのヒアリングについて） 

・ 別添１ 施工体制の確認ヒアリング調書 

・ 別紙３（追加資料等作成要領） 

・ 別紙１及び別紙３の別途交付資料 ※低入札価格調査関連 様式１～17  

・ 別紙４（評価項目、評価基準及び得点配点等について） 

・ 別紙５ 特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き 

[別記様式等］ 

・ 別記１ 詳細条件審査型一般競争入札参加資格申請書類作成の手引き 
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・ 別記様式１（競争参加資格確認申請書） 

・ 別記様式２（対象工事の施工実績） 

・ 別記様式３（配置予定技術者の施工実績） 

・ 別記様式４-１～３（企業の施工実績、配置技術者の施工実績、施工計画） 

・ 別記様式５（確認書） 

・ 別記様式６（適用除外誓約書） 

・ 別記様式７（ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に係る適合状況） 

・ 別記様式８ 通知書 

・ 別記様式９ 人員の配置を示す計画書（専任特例２号） 

・ 別記２ 見積価格書作成要領 

・ 別記様式１０（見積様式１） 見積価格書様式 

・ 別記様式１１（見積様式２） 実績価格調査票 

・ 質問書参考様式 

以 上  
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ＦＡＸ申込書                               別 添 

  独立行政法人都市再生機構  東日本賃貸住宅本部  

  設 計 図  面  等  交 付  申  込  書  

 

申込日：令和  年  月  日 

 

工 事 件 名 

 

川口本町団地基盤整備その他工事 

設計図面等の種類  

※どちらかの□を塗りつぶして下さい。  

□ 設計図面及び現場説明書等をＣＤによる無償交付で

申し込む。  

□ 設計図面を紙による有償交付、現場説明書を  

ＣＤによる無償交付で申し込む。  

申 

 

込 

 

者 

 

会 社 名 

 

 

住   所 

（送 付 先） 

〒   － 

 

 

 

担当部署 名 

 

担当者氏 名 

連 絡 先 

 

 

 

電話番号    －    － 

そ 

の 

他 

  

 ※ 図面等を平日正午までにお申込みの場合は、３営業日後までにお手元に到着する予定で発送い

たします。  

（ＦＡＸ受領が午後以降の場合は、翌営業日扱いとなりますのでご注意ください。）  

※ この申請書は、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部から、設計図書及び現場説明書

等を発送するため、コピ―センター受託業者「株式会社ブルーホップ」に開示、使用されます。 

※ 図面等の交付は、工事会社に限らせていただきます。  

【申 込 先】 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部  

コピーセンター受託業者 株式会社ブルーホップ  

【送 信 先】 ＦＡＸ：03-5323-4785 

（注：この番号は、調達管理課の FAX 番号）  

【問合わせ先】 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部  

総務部 調達管理課 電話：03-5323-2574 
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別紙１ 

低入札価格調査について 

 

 

１ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 366 条第 2 項の規定に基づき定められた、

「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」に基づく調査基準価格を下回る価格で

入札を行った者に対し、低入札価格調査を実施する。 

  ここで、調査基準価格は、予定価格の決定の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただ

し、その額が入札書比較価格(予定価格に100／110を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に

9.2／10を乗じて得た額を超える場合にあっては9.2／10を乗じて得た額とし、入札書比

較価格に7.5／10を乗じて得た額に満たない場合にあっては7.5／10を乗じて得た額 

イ 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 

ロ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 

ハ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 

ニ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額 

 

２ 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」

と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。 

 

３ 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機

関への照会等の調査を行う。 

イ その価格により入札した理由 

ロ 契約対象工事付近における手持工事の状況 

ハ 契約対象工事に関連する手持工事の状況 

ニ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件） 

ホ 手持資材の状況 

ヘ 資材購入先及び購入先と入札者の関係 

ト 手持機械数の状況 

チ 労務者の具体的供給見通し 

リ 過去に施工した機構発注工事名（他支社等の発注分を含む。） 

ヌ 経営内容 

ル イからヌまでの事情聴取した結果についての調査検討 

ヲ リの機構発注工事の成績状況 

ワ 経営状況（取引金融機関、保証会社等への照会を行う。） 

カ 信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、そ

の他） 

ヨ その他必要な事項 

 

 

４ 低入札価格調査の対象者のうち、入札価格が調査基準価格未満の者は、調査を行う旨

の連絡を受けた日の翌日から起算して５営業日以内に次に定める様式による資料及びそ
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の添付書類を提出すること。 

イ 当該価格で入札した理由（様式１） 

ロ 積算内訳書（様式２－１、様式２－２、様式３） 

ハ 手持工事の状況（様式６－１、様式６－２） 

ニ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（様式７） 

ホ 手持ち資材の状況（様式８－１） 

ヘ 資材購入予定先一覧（様式８－２） 

ト 手持ち機械の状況（様式９－１） 

チ 機械リース元一覧（様式９－２） 

リ 労務者の確保計画（様式 10－１） 

ヌ 工種別労務者配置計画（様式 10－２） 

ル 施工体制台帳（様式１５） 

ヲ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（様式１６） 

ワ 経営内容（過去 3 年間の貸借対照表及び損益計算書） 

カ 確約書（様式１７） 

  

５ 必要に応じ、４以外の説明資料の提出を求めることがある。 

 

６ 当該調査の結果は、公表することがある。 

 

  



29 

 

別紙２ 

施工体制等の確認のためのヒアリングについて 

 

１．入札価格が調査基準価格以上である場合のヒアリング内容 

入札参加者のうち、その入札価格が調査基準価格以上である者に対しては、次の項

目についてヒアリングを行う。 

（１）品質確保の実効性 

・建設副産物の受け入れ、過積載防止等について、関係法令を遵守し適切に施工

を行うための費用を見積り額に計上しているかどうか。 

・安全衛生教育や危険箇所の点検等、安全確保に要する費用を見積り額に計上し

ているかどうか。 

・品質管理、出来型管理等に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。 

（２）施工体制確保の確実性 

・施工体制確保にあたって必要となる下請け費用を、見積り額に計上しているか

どうか。 

・施工計画の実施にあたって必要となる資機材の調達、労務者の確保に係る費用

を見積り額に計上しているかどうか。 

・配置予定技術者が必要な資格を有しているかどうか。 

 

２．入札価格が調査基準価格に満たない場合のヒアリング内容 

入札参加者のうち入札価格が調査基準価格未満及び、特別重点調査基準価格

（予定価格の算定金額における直接工事費の 90%、共通仮設費の 80%、現場管理費

の 80%、一般管理費の 30％をそれぞれ乗じて得た価格を合計したもの）未満の者

に対しては、追加資料として下記資料の提出を求めるものとし、合わせてヒアリ

ングを行う。なお、資料の提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後５営

業日以内とする。 

（１）入札価格が調査基準価格未満で、特別重点調査基準価格以上の者の提出資料 

・ 積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書①（様式２－１） 

・ 内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書②（様式２－２） 

・ ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書（様式３） 

・ 資材購入予定先一覧（様式８－２） 

・ 機械リース元一覧（様式９－２） 

・ 労務者の確保計画（様式１０－１） 

・ 施工体制台帳（様式１５） 

（２）入札価格が特別重点調査基準価格未満の者の提出資料 

・ 積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書①（様式２－１） 

・ 内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書②（様式２－２） 

・ ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書（様式３） 

・ 下請予定業者等一覧表（様式４） 

・ 配置予定技術者名簿（様式５） 

・ 資材購入予定先一覧（様式８－２） 
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・ 機械リース元一覧（様式９－２） 

・ 労務者の確保計画（様式１０－１） 

・ 工種別労務者配置計画（様式１０－２） 

・ 建設副産物の搬出地（様式１１） 

・ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書（様式１２） 

・ 品質確保体制（品質管理のための人員体制）（様式１３－１） 

・ 品質確保体制（品質管理計画書）（様式１３－２） 

・ 品質確保体制（出来形管理計画書）（様式１３－３） 

・ 安全衛生管理体制（安全衛生教育等）（様式１４－１） 

・ 安全衛生管理体制（点検計画）（様式１４－２） 

・ 施工体制台帳（様式１５） 

 

３．審査方法の概要 

施工体制等に関する審査は、下記の項目について行うものとし、開札後において、

工事費内訳書、施工体制等の確認のヒアリング及び追加資料等により審査する。 

（１）品質確保の実効性 

入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを

行い、それが掲示文兼入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の

向上につながるかについて審査する。 

入札参加者の入札価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体

制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実

効性に係る施工体制等評価点を満点から減点する。 

入札参加者の入札価格が調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保につ

いて契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、

下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品

質確保の実効性に係る施工体制等評価点を加点する。 

特に、入札価格が特別重点調査基準価格未満となった者については、審査を特

に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認

できる場合に限り施工体制等評価点を加点する。 

【審査項目】 

① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能

と認められるか 

② 安全確保の体制が構築されると認められるか 

③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか 

（２）施工体制確保の確実性 

入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体

制づくりを行い、それが掲示文兼入札説明書等に記載された要求要件の実現に係

る確実性の向上につながるかについて審査する。 

入札参加者の入札価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体

制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保

の確実性に係る施工体制等評価点を満点から減点する。 
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入札参加者の入札価格が調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保につ

いて契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、

審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工

体制確保の確実性に係る施工体制等評価点を加点する。 

特に、入札価格が低入札価格調査となった者については、審査を特に重点的に

行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場

合に限り施工体制等評価点を加点する。 

 

【審査項目】 

① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築される

と認められるか。 

② 施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工

体制が確実に構築されると認められるか 

③ 追加配置される専任技術者を含め、配置予定技術者が必要な資格を有しており、

その配置が確実と認められるか 

 

 

以 上 
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（別添１） 

施工体制の確認ヒアリング調書 

 

本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対し

て実施するものである。 

 

（１）品質確保の実効性について 

ヒアリング項目 
有無のチェッ

ク 

① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等について、関係法令を遵

守し適切に施工を行うための費用を見積り額に計上しているか

どうか。 

有 

無 

② 安全衛生教育や危険個所の点検等、安全確保に要する費用を見

積り額に計上しているかどうか。 

有 

無 

③ 品質管理、出来形管理等に要する費用を見積り額に計上してい

るかどうか。 

有 

無 

 

（２）施工体制確保の確実性について 

ヒアリング項目 
有無のチェッ

ク 

① 施工体制確保にあたって必要となる下請け費用を、見積り額に

計上しているかどうか。 

有 

無 

② 施工計画の実施にあたって必要となる資機材の調達、労務者の

確保に係る費用を見積り額に計上しているかどうか。 

有 

無 

③ 配置予定技術者が必要な資格を有しているかどうか。 

有 

無 

 

 

商号又は名称：                  

代表者の名称： 

所属（電話）： 

担当者氏名： 
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別紙３ 

 

追加資料等作成要領（各様式共通） 

 

１ 入札者は、契約担当役があらかじめ指定した期日までに記載要領に従って作成した各様

式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。 

２ 提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は認めない。ただし、契約担当役が

記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この

限りでない。 

３ 入札者は、契約対象工事に関して技術提案資料等を提出している場合、各様式に提出済

資料の記載内容と異なる内容を記載してはならない。 

４ 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、入札

者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨

を各資料の右上部に明記するものとする。）。 

５ 契約担当役は、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、

必要に応じ、各様式ごとに提出すべきことを記した添付書類以外にも、入札者によって契

約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、

別途の説明資料の提出を求めることがある。 

 

様式１ 当該価格で入札した理由 

記載要領 

１ 当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札

者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協

力等の面から記載する。 

２ 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した

価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき

以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理

由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものと

する。）。 

なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然のことである。 

 

様式２－１ 積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書① 

記載要領 

１．以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。 

２．契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないもの

とし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用（例えば、本

社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用）についても計上するものと

する。 
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３．計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければな

らないものとし、具体的には、過去１年以内の取引実績に基づく下請予定業者（入札者が

直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。）等の見積書、自社の

資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的

かつ現実的なものとする。 

４．自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（技術者等）及び自社

の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計

上しないものとする。 

５．現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費など

を適切に計上するものとする。このうち、様式５に記載する技術者及び様式 14－４に記載

する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分し

て別計上とする。 

６．一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水

光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するもの

とする。 

７．入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額（上記３の定めに

従って計上したもの）を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額

に計上する。 

８．工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」

等の名目による金額計上は行わないものとする。 

９．ＶＥ提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式３に縮減のための施策と工種

毎の縮減額を記載する。 

添付書類 

１．本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領６により別計上とした技術者及び自社社

員の交通誘導員に対する過去３月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準

法（昭和 22 年法律第 49 号）第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去３月分の法

定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。 

２．上記１の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すも

の（取引実績や購入原価等に裏付けられたもの）を添付する。ただし、以下の様式及び添付

書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類とし

て添付することを要しない。 

（注）本様式は、積算内訳書として提出するものとする。 

 

様式２－２ 内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書② 

記載要領 

１．本様式は、様式２－１に対する明細を記載する。更なる明細が必要な場合は、本様式を

使用することによるものとする。 

２．直接工事費だけでなく、共通仮設費、現場管理費についても、本様式による明細を作成
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する。 

（注）本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。 

 

様式３ ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書 

記載要領 

１ コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。 

２ 本様式は、様式２－１及び様式２－２に対応した内容とする。 

 

様式４ 下請予定業者等一覧表 

記載要領 

１ 下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位

で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者に

ついても記載する。 

２ 下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費

用の区分別の金額内訳を記載する。 

３ 使用を予定する手持ち資材については様式８－１、購入予定の資材については様式８－

２、使用を予定する手持ち機械については様式９－１、直接リースを受ける予定の機械に

ついては様式９－２、確保しようとする労務者については様式 10－１に対応した内容とす

る。 

添付書類 

１ 本様式に記載したすべての下請予定業者について、その押印した見積書（建設業法（昭

和 24 年法律第 100 号）第 20 条に基づき、機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分

別の経費内訳を明らかにしたもの）を添付する。 

２ 上記１の見積書に係る機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳ごと

の金額が、過去１年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額に

基づいた合理的かつ現実的なものであることを明らかにする当該工事の経費内訳を明らか

にした見積書や契約書等の書面を添付する（労務費について添付する書面は、上記の見積

書や契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が労務者に支払った給与の実績が確認で

きる過去３月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも

差し支えない。）。 

 

様式５ 配置予定技術者名簿 

記載要領 

１ 配置を予定する主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。 

２ 掲示文兼入札説明書に定める条件により、配置が必要な監理技術者と同一の要件を満た

す技術者を現場に配置することとなるときは、その者についても記載する。 

添付資料 

１ 本様式に記載した技術者等が自社社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付
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する。 

２ 記載した技術者等が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。 

 

様式６－１ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近） 

記載要領 

１ 本様式は、契約対象工事現場付近（半径 10km 程度）の手持ち工事のうち、契約対象工事

の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。 

２ 「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工

事のどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。 

添付資料 

１ 本様式に記載した手持ち工事の場所と契約対象工事現場との位置関係を明らかにした地

図を添付する。図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事現場までの距離及び連絡経路が

分かるようにする。 

２ 当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。 

 

様式６－２ 手持ち工事の状況（対象工事関連） 

記載要領 

１ 本様式は、契約対象工事と同種又は同類の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の

縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。 

２ 「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工

事のどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。 

添付資料 

当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。 

 

様式７ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 

記載要領 

１ 本様式は、入札者の事務所、倉庫等のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するも

のについて作成する。 

２ 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、契約対象工事に関

する現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事

務用品費などどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。 

添付書類 

１ 本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等と契約対象工事箇所との位置関係を明らかに

した地図を添付する。図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事箇所までの距離及び連絡

経路が分かるようにする。 

２ 本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等の存在及び権原を証明する登記関係書類又は

賃借権を定めた契約書等の写しを添付する。 

 



37 

 

様式８－１ 手持ち資材の状況 

記載要領 

１ 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。 

２ 「単価（原価）」欄には、手持ち資材の原価を記載する（契約対象工事について発注者か

ら受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）。例えば、使い切り

の材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や

償却を適切に見込んだ価格を記載する。 

３ 「調達先（時期）」の欄には、手持ち資材を調達した際の調達先とその時期を記載する。 

添付書類 

１ 本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真（契約

対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分（固有

番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したも

の）を添付する。 

２ 本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添

付する。 

 

資料８－２ 資材購入予定先一覧 

記載要領 

１ 「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該

業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る。）のある単価以上の金額等合理的かつ現

実的なものを記載する。 

２ 「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。

（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等 

また、取引年数を（ ）書きで記載する。 

３ 手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載す

るものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原

価（いずれも過去１年以内のものに限る。）を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事

項を、それぞれ記載する。 

添付書類 

１ 購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去１年以内の販売

実績に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等

の写しを添付する。 

２ 本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等

を添付する。 

３ 自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造しているこ

とを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造

原価（いずれも過去１年以内のものに限る。）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ

現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。 
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様式９－１ 手持ち機械の状況 

記載要領 

１ 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。 

２ 「単価（原価）」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する（契約対象工事につい

て発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）。例えば、

年間の維持管理費用（減価償却費を含む。）を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分し

た金額に運転経費を加えた額を記載する。 

添付書類 

１ 本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び

写真（契約対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分か

る部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるよう

に撮影したもの）を添付する。 

２ 過去１年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可能な

管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。 

３ 本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定

資産税（償却資産）に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など

手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価

格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額（当該機械に加えら

れた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む。）を明らかにした書面を添付する。 

 

様式９－２ 機械リース元一覧 

記載要領 

１ 本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。 

２ 「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当

該業者の取引実績（過去１年以内のものに限る。）のある単価以上の金額等合理的かつ現実

的なものを記載する。 

３ 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記

載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等 

また、取引年数を（ ）書きで記載する。 

４ 手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本

様式に記載するものとし「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の

実績額又は原価（例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む。）を契約対象工事の専

属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額）（いずれも過去１年以内のものに

限る。）等合理的かつ現実的な額を「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項

を、それぞれ記載する。 

添付書類 

１ 機械リース予定業者が押印した見積書及びその予定業者の取引実績（過去１年以内のも

のに限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の
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写しを添付する。 

２ 本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書

等を添付する。 

３ 自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリ

ースしていることを確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際

の実績額又は原価（いずれも過去１年以内のものに限る。）など本様式の「単価」欄の金額

の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。 

 

様式 10－１ 労務者の確保計画 

記載要領 

１ 自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも（ ）内

に外書きする。 

２ 「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載す

る。自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請

負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定

の賃金の額を記載する。 

３ 「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。 

４ 「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との

関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等 

また、取引年数を（ ）書きで記載する。 

添付書類 

１ 本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び過去３月分の支

払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の

写し等を添付する。 

２ 自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を

有していることを証明する書面を添付する。 

３ 下請予定業者が使用する労務者に係る労務単価の見積額が、合理的かつ現実的な金額で

あることを明らかにした書面は、様式４の添付資料として提出する。 

 

様式 10－２ 工種別労務者配置計画 

記載要領 

１ 本様式には、様式 10－１の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。 

２ 「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の 50職

種のうち必要な職種について記載する。 

添付書類 

本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。 
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様式 11 建設副産物の搬出地 

記載要領 

１ 契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。 

２ 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当

該会社の取引実績（過去１年以内の受入れ実績に限る。）のある単価以上の金額等合理的か

つ現実的なものを記載する。 

添付書類 

１ 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。 

２ 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績（過去１年以内の

受入れ実績に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契

約書等の写しを添付する。 

 

様式 12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書 

記載要領 

１ 本様式は、様式 11に記載した建設副産物の搬出、工事箇所への資材等の搬入、仮置き場

との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようと

する運搬予定者に係るものについて記載する。 

２ 「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。 

３ 本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂

運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。 

４ 様式 11に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの

運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式 11 に記載し

た建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。 

５ 資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記

載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容

の予定を記載する。 

６ 仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載する

ものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載す

る。 

７ 「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結す

る予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績（過去１年以内の受入れ実

績に限る。）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。 

添付書類 

１ 建設副産物の種類及び受入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。 

２ 搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。 

３ 仮置き場との間の土砂運搬等に係る運搬経路が確認できる地図等を添付する。 

４ 本様式に記載の運搬予定者が押印した見積書及びその運搬予定者の取引実績（過去１年

以内の受入れ実績に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認でき
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る契約書等の写しを添付する。 

 

様式 13－１ 品質確保体制（品質管理のための人員体制） 

記載要領 

１ 本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式 13－

２で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式 13－３で記載する出来形

管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。 

２ 「諸費用」の欄は「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用につ

いて記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込

額」の欄には当該取組に要する費用の総額（契約対象工事について発注者から受け取る請

負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）を、「計上した工種等」の欄には

様式２－２の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。 

３ 「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額

を記載する。 

添付書類 

１ 本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者（元請）が負担する場合で

「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式２－２に明示さ

れていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを

明らかにした書面を添付する。 

また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に

係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、

その下請予定業者が請け負った実績（過去１年以内のものに限る。）のある単価など見積書

記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 

２ 本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者（元請）が負担す

る場合にあっては「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価として支払った過

去３月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃

金台帳の写し等を添付する。 

本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する

場合にあっては、下請予定業者が過去１年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の

体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等（経費内訳ごとの金額を

明らかにしたもの）を添付する（上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技

術者に支払った給与の実績が確認できる過去３月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条

の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。）。 

 

様式 13－２ 品質確保体制（品質管理計画書） 

記載要領 

１ 本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式 13－３で記

載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。 
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２ 「諸費用」の欄は「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する

費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合

に「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式２

－２の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。 

添付書類 

本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者（元請）が負担する場合で、

「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式２－２に明示さ

れていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを

明らかにした書面を添付する。 

また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に

係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、

その下請予定業者が請け負った実績（過去１年以内のものに限る。）のある単価など見積書

記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 

 

様式 13－３ 品質確保体制（出来形管理計画書） 

記載要領 

１ 本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記

載する。 

２ 「諸費用」の欄には「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に

要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでい

る場合に「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には

様式２－２の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。 

添付書類 

本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者（元請）が負担する場合で、

「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式２－２に明示さ

れていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを

明らかにした書面を添付する。 

また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に

係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、

その下請予定業者が請け負った実績（過去１年以内のものに限る。）のある単価など見積書

記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 

 

様式 14－１ 安全衛生管理体制（安全衛生教育等） 

記載要領 

１ 本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載す

る。 

２ 「諸費用」の欄は「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用に

ついて記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見
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込額」の欄には当該取組に要する費用の総額（契約対象工事について発注者から受け取る

請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）を、「計上した工種等」の欄に

は様式２－２の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。 

添付書類 

本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者（元請）が負担する場合で、

「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式２－２に明示さ

れていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを

明らかにした書面を添付する。 

また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に

係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、

その下請予定業者が請け負った実績（過去１年以内のものに限る。）のある単価など見積書

記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 

 

様式 14－２ 安全衛生管理体制（点検計画） 

記載要領 

１ 本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について

記載する。 

２ 「諸費用」の欄は「点検対象、」「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実

施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書

上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種

等」の欄には様式２－２の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記

載する。 

３ 「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載す

る。 

添付書類 

１ 本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者（元請）が負担する場合で

「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式２－２に明示さ

れていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを

明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代

金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付す

るとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績（過去１年以内のもの

に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写し

を添付する。 

２ 本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者（元請）が負担す

る場合にあっては「点検実施者」欄の者に対して支払った過去３月分の給与実績等が確認

可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。

本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場

合にあっては、下請予定業者が過去１年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様
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の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等（経費内訳ごとの金額

を明らかにしたもの）を添付する（上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が

技術者に支払った給与の実績が確認できる過去３月分の給与明細書又は労働基準法第 108

条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。）。 

 

様式 15 施工体制台帳 

記載要領 

１ 本様式は、様式４における下請予定業者の担当工事について記載する。 

２ 契約対象工事の施工に当って事業協同組合による施工を予定している場合は、担当する

組合員及び担当工事について記載する。 

添付書類 

事業協同組合による場合は、構成組合員が確認できる資料を添付する。 

 

様式 16 過去に施工した対象工事の公共工事名及び発注者 

記載要領 

１ 本様式は、過去５年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。この際、

低入札価格調査の対象となった都市機構発注工事の実績を優先して記載するものとし、そ

の数が 20 を超えるときは、判明している落札率の低い順に 20 の工事の実績を選んで記載

する。 

２ 各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されて

いない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。 

以 上 
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様式１ 

当該価格で入札した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別紙１及び別紙３の別途交付資料 
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様式２－１

工事名

単位 数　量 金　額　（円）
ＶＥ提案等による

縮減額（円）
備　考

直接工事費

共通仮設費

　共通仮設費

純工事費

　現場管理費

工事原価

　一般管理費等

工事価格

工事区分・工種・種別

積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書①
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様式２－２

工事区分・工種・
種別・細目

規格 単位 数　量
単　価
（円）

金　額
（円）

ＶＥ提案等に
よる縮減額

（円）
備　考

内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書②
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様式３

コスト縮減票（１） 縮減額（円）　：　

コスト縮減票（２）

ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書
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様式４

工期 　年　月　日～　年　月　日

請負金額(税込) 円

工期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日

請負金額(税込) 円

労務 円

その他 円

請負金額(税込) 円

その他 円 その他 円

労務 円 労務 円

機械 機械 機械

資材 資材

会社名

経費内訳 経費内訳 経費内訳

会社名 会社名

円

下
請
工
事

担当工事内容

下
請
工
事

担当工事内容

下
請
工
事

担当工事内容

円 労務 円 労務

その他

円

工期 　年　月　日～　年　月　日

経費内訳

資材

機械

経費内訳

資材

機械円

下
請
工
事

資材

機械

経費内訳

担当工事内容

請負金額(税込)

その他

労務

下請予定業者等一覧表

発注者名
工事名称

工 期
自　　年　　月
至　　年　　月

請負金額(税込)

下
請
工
事円

円

担当工事内容

会社名 会社名 会社名

担当工事内容

下
請
工
事

円 円 円

円

円 円 円

円請負金額(税込) 請負金額(税込)

その他

工期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日

自社労務

リース機械

資
材

納入内容

機
械

代金額（税込） 円

会社名 会社名

円

円 円 円

円 資材 円

納期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日

代金額（税込） 円 代金額（税込）

労
務

円

納入内容

会社名

機
械

代金額（税込） 円

会社名 会社名 会社名

リース機械納入内容

円

納期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日

代金額（税込） 円

資
材

代金額（税込）

資
材

納入内容

機
械

代金額（税込） 円

納入内容

交
通
誘
導
員

納入内容

会社名 手持ち資材 会社名 自社手持ち 会社名 自社労務

リース機械 交
通
誘
導
員 円

納期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日 工期 　年　月　日～　年　月　日

代金額（税込） 円 代金額（税込）
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様式５

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

監理技術者

主任技術者

現場代理人

配置予定技術者名簿
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様式６－１

工　　　事　　　名

（工　事　地　先　名）

（元請、下請の別）

【経費削減可能額及びその計数的根拠】

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）

【経費削減可能額及びその計数的根拠】

【経費削減可能額及びその計数的根拠】

【経費削減可能額及びその計数的根拠】

【経費削減可能額及びその計数的根拠】

発注者名 工　　期 金　　額 備  考

手持工事の状況 
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様式６－２

工　　　事　　　名

（工　事　地　先　名）

【経費削減可能額及びその計数的根拠】

【経費削減可能額及びその計数的根拠】

【経費削減可能額及びその計数的根拠】

【経費削減可能額及びその計数的根拠】

【経費削減可能額及びその計数的根拠】

【経費削減可能額及びその計数的根拠】

手持ち工事の状況（対象工事関連）

（元請、下請の別）

発注者名 工　　期 金　　額 備  考

手持工事の状況 
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様式７

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係
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様式８－１

品名 規格・型式 単位 手持ち数量 本工事での使用予定量 単価（原価） 調達先（時期）

手持ち資材の状況



55 

 

 

 

 

 

様式８－２

業　者　名 所　在　地
入札者との関係

（取引年数）

資材購入予定先一覧

工　　種
種　　別

品　　名
規　　格

購　　　　入　　　　先　　　　名
数
量

単
位

単
価
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様式９－１ 

手持ち機械の状況 

 

工種・種別 機械名称 
規格・型式 

能力・年式 
単位 数量 ﾒｰｶｰ名 

単価 

(原価) 

専属的使用 

予定日数 
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様式９－２ 

機械リース元一覧 

 

工種 

種別 

機械 

名称 

規格・型式 

能力・年式 
単位 数量 ﾒｰｶｰ名 単価 

リース元名 

業者名 所在地 
入札者との関係 

（取引年数） 
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様式 10－１ 

労務者の確保計画 

 

工種 職種 
労務単価 

（円） 

員数 

（人） 

下請会社名等 

（取引年数） 
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様式10－２

世話役 普通作業員 特殊作業員 配管工 電工
運転手
（一般）

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

工種別労務者配置計画

工種 種別 計

配置予定人数
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様式11

建設副産物
数量
(?)

受入れ予定箇所 受入れ会社
受入れ価格
（単価）

運搬距離
（km）

備考

建設副産物の搬出地
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様式12

品名 運搬予定者
規格・
型式

単位 数量
使用予定量
（台数）

受入れ予定箇所
又は工事理由

運搬距離
（ｋｍ）

運搬予定者への
支払予定額

（円/日･台当たり）

備考

建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書
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様式13－１

実施内容 実施方法 頻度 対象
費用計上の有

無
費用負担
（元請・下請）

計上した工種
等

見込額
技術者単価
（千円）

数量

品質確保体制（品質管理のための人員体制）

諸費用

備考立場

実施事項

資格氏名
会社名
所属

区分（元
請・下請）
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様式13－２　

試験項目 試験方法
実施時期

（実施頻度）
基準及び
規格値

外部委託
の有無

費用計上
の有無

費用内容 費用負担
（元請・下請）

計上した工種
等

見込額
単価

（千円）
数量

元請・下
請区分

会社名
所属

立場 責任者
会社名
所属

立場
試験結果
確認方法

品質確保体制（品質管理計画書）

施工箇所 工種 備考
品質管理責任者諸費用 試験実施（委託）者品質管理項目
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様式13－３　

検査項目 検査方法
実施時期

（実施頻度）
基準及び
規格値

外部委託
の有無

費用計上
の有無

費用内容 費用負担
（元請・下請）

計上した工種
等

見込額
単価

（千円）
数量

元請・下
請区分

会社名
所属

立場 責任者
会社名
所属

立場
検査結果
確認方法

品質確保体制（出来形管理計画書）

施工箇所 工種 備考
品質管理責任者検査実施（委託）者諸費用出来形管理項目



65 

 

様式14－１　

元請・下請
区分

会社名
所属

立場 元請 下請
費用計上
の有無

費用内容
費用負担

（元請・下請）
計上した工種

等
見込額

単価
（千円）

数量

安全衛生管理体制（安全衛生教育等）

実施事項 備考
実施頻度及び

所要時間
実施内容

諸費用参加予定者実施責任者

適用法令等
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様式14－２　　

元請・下請
区分

会社名
所属

立場
費用計上
の有無

費用負担
（元請・下請）

計上した
工種等

見込額
技術者単価
（千円）

数量

安全衛生管理体制（点検計画）

点検項目 点検対象 対象区間 備考時期・頻度

点検実施者

適用法令等

諸費用
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自

至

健康保険
等の加入

状況

保険加入の
有無

事業所
整理記号等

適用除外 適用除外

営業所の名称区　分

適用除外

雇用保険厚生年金保険健康保険

加入　　未加入 加入　　未加入 加入　　未加入

雇用保険厚生年金保険健康保険

権限及び意見
申出方法

元請契約

下請契約

資格内容

資格内容 資格内容

担　当

工事内容

担　当

工事内容

専　門
技術者名

専　門
技術者名

現　場
代理人名

権限及び意見
申出方法

監　理
技術者名

専任

非専任

監督員名

　　年　　月　　日
契約日

発注者の
監督員名

権限及び意見
申出方法

下請契約

契　約
営業所

区分 名　　　称 住　　　所

元請契約

　　年　　月　　日
　　年　　月　　日

工　期

工事業
　　年　　月　　日

工事名称
及　び

工事内容

建設業の
許　可

　　年　　月　　日

許可業種 許可番号

大臣　特定
知事　一般

第 号

第
大臣　特定
知事　一般

号

[事業所名 ]

　様式15　<標準例>

施　工　体　制　台　帳

[ 会 社 名 ]

　　　年　　月　　日

許可（更新）年月日

発注者名
及　び
住　所

〒

工事業

年 月 日

　

　

　

担 当
工 事 内 容

担 当
工 事 内 容

外国人建設就労者の
従事の状況(有無)

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況(有無)

有　　無

外国人建設就労者の
従事の状況(有無)

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況(有無)

有　　無
監 督 員 名

権限及び意見
申 出 方 法

現 場
代 理 人 名

権限及び意見
申 出 方 法

資格内容

担当工事内容
発 注 者 の
監 督 員 名

権限及び意見
申 出 方 法

雇用保険 主任技術者名
専　任
非専任

雇用管理責任者名

元請契約 資格内容 専門技術者名

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険 現場代理人名 安全衛生責任者名

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

権限及び
意見申出方法

安全衛生推進者名

事業所
整理記号等

区分 営業所の名称 健康保険

知事　一般

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

契 約
営 業 所

区 分 名　　　　　　　　　称 住　　　　　　　　　所
加入　　未加入

適用除外
加入　　未加入

適用除外
加入　　未加入

適用除外

元請契約
事業所

整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

下請契約

工 期
自　　　　年　　　月　　　日

至　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　知事　一般

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

発 注 者 名
及 び
住 所

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日
知事　一般

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日

工 期
自　　　　年　　　月　　　日

至　　　　年　　　月　　　日

《下請負人に関する事項》

会 社 名 代 表 者 名［ 会 社 名 ］

［事業所名］

住 所

建 設 業 の
許 可

許　可　業　種 許　可　番　号 許可（更新）年月日
工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日
知事　一般

工事業

施工体制台帳

大臣　特定
        第　　　　号 　　年　　月　　日

契 約 日 年　　　月　　　日　

厚生年金保険

下請契約

監理 技術 者名
主任 技術 者名

専　任
非専任

資 格 内 容

専 門
技 術 者 名

専 門
技 術 者 名

資 格 内 容 資 格 内 容
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<<下請負人に関する事項>>

－ － )

自

至

適用除外

雇用保険厚生年金保険

工事名称
及び

工事内容

健康保険

健康保険 厚生年金保険

加入　　未加入 加入　　未加入

適用除外 適用除外

住　　所
電話番号

〒

（TEL

代表者名

　　年　　月　　日
契約日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

営業所の名称

保険加入
の有無

事業所
整理記号等

雇用保険

加入　　未加入

　　　　年　　月　　日

号 　　　　年　　月　　日
大臣　特定
知事　一般

号
大臣　特定
知事　一般

建設業の
許　可

施工に必要な許可業種 許可番号

工事業

安全衛生推進者名

健康保険
等の加入

状況

　第

現場代理人名 安全衛生責任者名

※主任技術者名
専任

非専任 雇用管理責任者名

権限及び
意見申出方法

資 格 内 容 ※専門技術者名

資 格 内 容

担当工事内容

<標準例>施工体制台帳　様式

　第

許可（更新）年月日

工事業

工　期

会社名

年 月 日

　

　

　

担 当
工 事 内 容

担 当
工 事 内 容

外国人建設就労者の
従事の状況(有無)

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況(有無)

有　　無

外国人建設就労者の
従事の状況(有無)

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況(有無)

有　　無
監 督 員 名

権限及び意見
申 出 方 法

現 場
代 理 人 名

権限及び意見
申 出 方 法

資格内容

担当工事内容
発 注 者 の
監 督 員 名

権限及び意見
申 出 方 法

雇用保険 主任技術者名
専　任
非専任

雇用管理責任者名

元請契約 資格内容 専門技術者名

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険 現場代理人名 安全衛生責任者名

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

権限及び
意見申出方法

安全衛生推進者名

事業所
整理記号等

区分 営業所の名称 健康保険

知事　一般

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

契 約
営 業 所

区 分 名　　　　　　　　　称 住　　　　　　　　　所
加入　　未加入

適用除外
加入　　未加入

適用除外
加入　　未加入

適用除外

元請契約
事業所

整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

下請契約

工 期
自　　　　年　　　月　　　日

至　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　知事　一般

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

発 注 者 名
及 び
住 所

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日
知事　一般

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日

工 期
自　　　　年　　　月　　　日

至　　　　年　　　月　　　日

《下請負人に関する事項》

会 社 名 代 表 者 名［ 会 社 名 ］

［事業所名］

住 所

建 設 業 の
許 可

許　可　業　種 許　可　番　号 許可（更新）年月日
工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日
知事　一般

工事業

施工体制台帳

大臣　特定
        第　　　　号 　　年　　月　　日

契 約 日 年　　　月　　　日　

厚生年金保険

下請契約

監理 技術 者名
主任 技術 者名

専　任
非専任

資 格 内 容

専 門
技 術 者 名

専 門
技 術 者 名

資 格 内 容 資 格 内 容
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様式16

発　注　者 工　　事　　名 工　期 予定価格 落札価格
低入札価格
調査対象の

有無

工事成
績評定

点

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者過去に施工した対象工事の公共工事名及び発注者 
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様式 17 

 

確 約 書 

令和  年  月  日 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

 本部長  井添 清治 殿 

 

請負者  住 所 

受注者  名 称 

     代表者          印 

 

 

契約対象工事名 川口本町団地基盤整備その他工事 

 

 今般、上記工事を金     円で入札しましたが、実施にあたっては図面、仕様書

等を熟知のうえ、工事が粗雑にならないよう施工することはもとより、工事内容を変更

し又は追加工事をする必要がある場合においては、誠意をもってこれに対応します。 

 また、契約数量の変更についても、現契約率に基づく協議に応じることと、追加工事

についても、今回の契約の査定（落札率）を勘案されることを了承いたします。 

 なお、建設業法違反、賃金不払い、下請予定業者や資材納入予定業者などの見積金額

を故なく減額するなど下請予定業者等にしわ寄せすることは致しませんし、下請代金の

支払遅延をしないことも併せて確約いたします。 
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評価項目、評価基準及び得点配点等について 

1) 施工実績（加算点の最大15点、評価点の小計×15／60） 

1)-1 企業の施工実績※１ 

評価項目 評価基準 配点 得点 

過去 10 年間における同

種工事の施工実績（平成

27 年４月１日から掲示日

まで）※２ 

実績が５件以上あり 5.0 

／5.0 実績が２件以上あり 2.0 

実績が１件のみ（入札参加資格と同等） 0.0 

過去３年間における機構

「土木」工事、国交省各地

整「一般土木」工事におけ

る優良工事表彰の有無

（令和４年４月１日から

掲示日まで）※３※４ 

機構の「土木」工事の表彰実績あり 5.0 

／5.0 

国交省の「一般土木」の表彰実績あり（局長表彰） 3.0 

都道府県又は政令指定都市の表彰あり 3.0 

表彰の実績なし 0.0 

過去３年間における機構

「土木」工事における工

事成績評定の平均点（令

和４年４月１日から掲示

日まで）※３※５※11 

81 点以上 5.0 

／5.0 

79 点以上 81 点未満 3.0 

77 点以上 79 点未満 2.0 

75 点以上 77 点未満 1.0 

75 点未満（実績なしを含む） 0.0 

ISO 認証取得状況及び企

業の地球環境配慮への取

組み 

以下の項目について２つ以上該当 

・ISO9001 又は ISO14001 認証取得あり 

・環境報告書の公表 

・社会貢献活動に係る取組みの公表（SDGs の取組みの公表を含

む） 

5.0 

／5.0 
以下の項目について１つ該当 

・環境報告書の公表 

・社会貢献活動に係る取組みの公表（SDGs の取組みの公表を含

む） 

2.5 

上記以外 0.0 

過去２年間の当機構にお

ける街づくり事業等への

貢献表彰実績※６ 

表彰が複数件あり 5.0 

／5.0 表彰が１件あり 2.0 

表彰の実績なし 0.0 

ＷＬＢ等の推進企業を評

価する認定の有無 

※７ 

女性活躍推進法に基

づく認定（えるぼし・

プラチナえるぼし認

定企業）等 

プラチナえるぼし 5.0 

／5.0 

えるぼし３段階目 4.0 

えるぼし２段階目 3.0 

えるぼし１段階目 2.0 

行動計画 1.0 

次世代法に基づく認

定（くるみん認定企

プラチナくるみん 5.0 

くるみん(R7.4.1 以降の基準) 4.0 

別紙４ 
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業・トライくるみん

認定企業・プラチナ

くるみん認定企業） 

くるみん(H4.4.1～R7.3.31 までの基準) 

3.0 

トライくるみん(R7.4.1 以降の基準) 

くるみん(H29.4.1～R4.3.31までの基準) 

トライくるみん(R4.4.1～R7.3.31 までの

基準) 

くるみん(H29.3.31 までの基準) 2.0 

行動計画(R7.4.1 以降の基準) 1.0 

若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業） 4.0 

上記認定のいずれの認定も受けていない 0.0 

 

1)-2 配置予定技術者の施工実績※８ 

評価項目 評価基準 配点 得点 

過去 10 年間に従事した同種工事の

施工実績（平成 27 年４月１日から

掲示日まで）※２※９ 

同種工事で主任(監理)技術者、現場代理人または、担

当技術者としての経験が３件以上あり 
5.0 

／5.0 
同種工事で主任(監理)技術者、現場代理人または、担

当技術者としての経験が２件以上あり 
2.0 

上記以外の技術者としての経験が１件のみ（入札参加

資格と同等） 
0.0 

過去３年間に従事した機構「土木」

工事、国交省各地整「一般土木」工

事における優良工事表彰の有無（令

和４年４月１日から掲示日まで） 

※３※４※９ 

主任(監理)技術者又は現場代理人として機構の表彰実

績あり 
10.0 

／

10.0 

担当技術者として機構の表彰実績あり 5.0 

主任(監理)技術者又は現場代理人として国交省の表彰

実績あり（局長表彰） 
5.0 

主任(監理)技術者又は現場代理人として都道府県又は

政令指定都市の表彰実績あり 
3.0 

表彰の実績なし 0.0 

過去３年間に従事した機構「土木」

工事における工事成績評定の平均点 

（令和４年４月１日から掲示日ま

で） 

※３※５※８※９※11 

81 点以上 10.0 

／

10.0 

79 点以上 81 点未満 7.0 

77 点以上 79 点未満 4.0 

75 点以上 77 点未満 2.0 

75 点未満（実績なしを含む。） 0.0 

継続教育（CPD）の取組状況 

※10 

団体推奨単位数以上を取得 5.0 

／5.0 団体推奨単位数の 70％以上取得 2.5 

団体推奨単位数の 70％未満取得 0.0 

※１ 経常建設共同企業体（経常ＪＶ）は単体とみなし、当該経常ＪＶとしての実績のみを評価する。 

特定建設共同企業体（特定ＪＶ）は、特定ＪＶの構成員毎に単体として評価点を算出し、その出

資比率に基づいて加重平均して評価する。 

※２ 企業の施工実績の同種工事とは、掲示文兼入札説明書４(10)イ及びロの組合せを１件の工事と

する。別工事も可。 
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   配置予定技術者の施工実績の同種工事とは、掲示文兼入札説明書４(10) イ及びロの組合せを 1

件の工事とする。別工事も可。 

また、都市再生機構発注工事の実績のうち、枠組協定により発注された複数工事がある場合は、

同一の枠組で発注された工事であっても各契約単位で 1 件として計上する。 

※３ 機構土木工事とは、機構の工事種別「土木」で受注した工事である。 

※４ 優良表彰については、掲示日まで表彰されたものを対象とする。 

※５ 工事成績は令和４年４月１日から本工事の掲示日までの通知日のものとする。 

実績件数が６件以上の場合については、通知日で直近５件の工事の平均点とし、小数点以下を

切り捨て整数止めとする。直近５件目の工事が複数ある場合、それらを含めた平均点とする。ま

た、枠組協定型一括入札方式による工事は、それぞれの契約工事を１件の工事として取り扱う。 

※６ 令和５年４月１日から本工事の掲示日までの通知日（表彰日）とする。 

   機構の街づくり等事業貢献者への表彰については、支社等及び部門は問わない。 

※７ 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 

※８ 配置予定技術者が現場代理人又は主任技術者（監理技術者）として従事した工事とする。 

特定建設共同企業体（特定ＪＶ）の場合は、各構成員の配置予定技術者の評価点を算出し、その

平均点で評価する。 

※９ 施工実績、優良表彰工事、工事成績評定における配置技術者の従事した実績は、以下の従事期間

とし、実施工程表等の確認できる資料を添付すること。 

①同種工事として設定した工種の実施期間が１年未満の場合は、施工期間の半分以上 

②同種工事として設定した工種の実施期間が１年以上の場合は、６か月以上 

※10 継続教育（CPD）の取組状況とは、（公社）日本技術士会、（公社）土木学会、（一社）全国土木施

工管理士連合会、（公社）地盤工学会による令和６年度の継続教育における取得単位数を評価する

ものであり、推奨単位数については各団体 HP 等からご確認ください。なお、配置予定技術者の実

績については、監理技術者として配置予定の技術者（以下「予定監理技術者」という。）の実績を

もって評価する。取り組み状況の証明書を添付すること。 

※11 改定前（工期末が令和 6 年 9 月 30 日以前）の工事成績評定点は、5 点を加えた点数として取り

扱う。 
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2) 施工計画 

 簡易な施工計画について（加算点の最大 25点、評価点の小計×25/20） 

評価項目 評価基準 配点 得点 

①特に、周辺環境対策、

交通安全対策、安全衛生

管理等の重点的取り組

みを必要とする場合の

技術的工夫 

◎工事エリア周辺の交

通安全対策についての

提案 

◎工事騒音・振動・粉塵

等への対応についての

提案 

仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件

を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、多くの

優れた工夫がなされている。 

10.0 

／10.0 

仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件

を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、優れた

工夫がなされている。 

6.0 

仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件

を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、工夫が

なされている。 

3.0 

仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件

を踏まえた適切な施工計画となっている。 
0.0 

②近接構造物や隣接地

権者所有物の損傷、ﾗｲﾌﾗ

ｲﾝ切断等の事故を防止

する技術的工夫 

◎近接構造物等に対す

る事故防止対策につい

ての提案 

◎事故防止の啓発活動、

緊急対応についての提

案 

 

仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件

を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、多くの

優れた工夫がなされている。 

10.0 

／10.0 

仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件

を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、優れた

工夫がなされている。 

6.0 

仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件

を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、工夫が

なされている。 

3.0 

仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件

を踏まえた適切な施工計画となっている。 
0.0 

※それぞれの提案事項については、原則全て履行義務があるものとする。施工計画 

については、実施方法、実施期間、提案事項の期待される効果までを具体的に記載すること。 
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別紙５ 

 

特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き 

 

 

「共同請負入札参加資格審査申請書」「特定建設工事共同企業体協定書」はこの手引きをよくご

覧になって作成して下さい。 

なお、ご不明な点がございましたら企画第４課（入札説明書７（2））まで、お問い合わせ下さ

い。 

 

 

１．共同請負入札参加資格審査申請書          ･･････････････[別紙５－２] 

（1） 日付 

共同企業体結成の日とします。なお、協定書、委任状の日付もこの日付で作成して下さい。 

（2） 共同企業体名 

構成員の社名を記載して下さい。なお、社名はできる限り省略してください。また、共同企

業体名は、全体で 26 文字以内としてください。 

（例）㈱○○工業・△△建設㈱が構成員の場合、「 ○○・△△建設工事共同企業体 」等 

 

                            26 文字以内 

（3） 代表者住所、名称、氏名 

共同企業体の代表者の社名等を記載して下さい。 

（4） 工事名は応募する工事件名を記載して下さい。 

（例）この度、連帯責任によって川口本町団地基盤整備その他工事の共同施工を行うた

め、･･････････ 

 

２．特定建設工事共同企業体協定書           ･･････････････[別紙５－３] 

（1） 第 1 条第一号 ･･工事名（川口本町団地基盤整備その他工事） 

応募する工事件名を記載して下さい。 

※ 上記 1.（4）と同じ  

（2） 第 3 条    ････事務所の所在地 

番地まで記載して下さい。 

（3） 第 5 条    ････構成員の住所及び名称 

構成員全員（代表者を含む）の住所、名称（受任した支店等の場合はその支店等）を記載し

て下さい。 

（4） 第 6 条    ････代表者の名称 

企業体の代表者を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。 

（5） 第 8 条    ････構成員名称、出資の割合 

構成員の名称を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。各構成員
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の出資の割合は２者の場合は３０％以上、３者の場合は２０％以上として下さい。ただし、

代表者の出資の割合は構成員中最大になるようにして下さい。 

（6） 第 11 条   ････取引金融機関 

企業体としての取引銀行名、本支店名を記載して下さい。 

 

３．委任状                      ･･････････････[別紙５－４] 

応募する工事件名を記載して下さい。 

 

 

４．構成員の施工実績            ･･････････････[別紙５－５] 

入札説明書４(10)に示す施工実績について、各構成員の施工実績を記載して下さい。 

 

５．綴り方等  

作成した書類は図のように綴り、左側を袋とじして下さい。なお、これらの書類には収入印紙

を添付する必要はありません。 

また、申請書は A４版で作成して下さい。 

  

施工実績（様式

4） 委任状（様式 3） 

 

協定書（様式 2） 

申請書（様式 1） 

委任状（様式

3） 

委任状（様式

3） 

委任状（様式

3） 

申請書 

割印 

① 出来上がりは A4 版として下さい。 

② 袋とじの境目に構成員全員の割印をして下さい。

（裏側も同様） 

③ 各ページ間の割印の必要はありません。 

【注意】 

上記の袋とじ書類は「共同請負入札参加資格審査申請書」に関

するものであり、上記書類以外の資料は袋とじする書類に含め

ないで下さい。 
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別紙５-２ 

 

（ＪＶ様式１） 

 

共同請負入札参加資格審査申請書 

 

令和  年  月  日 

 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

  本部長 井添 清治 殿 

 

 

 

（共同企業体の名称）○○・○○建設工事共同企業体 

代表者 住    所             

商号又は名称             

代表者氏名                 印 

 

 

 

 

この度、連帯責任によって（工事名称）川口本町団地基盤整備その他工事の共同施工を行う

ため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争入札

に参加する資格の審査を申請します。 

なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

以 上 
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別紙５-３ 

（ＪＶ様式２） 

 

特定建設工事共同企業体協定書 

 

（目的） 

第１条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 

一 独立行政法人都市再生機構発注に係る川口本町団地基盤整備その他工事（当該工事内容の

変更に伴う工事及び追加工事を含む。以下、単に「基盤整備工事」という。）の請負 

二 前号に付帯する事業 

（名称） 

第２条 当共同企業体は、○○建設工事共同企業体（以下「当企業体」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第３条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 当企業体は、  年  月  日に成立し、基盤整備工事の請負契約の履行後３か月を

経過するまでの間は、解散することができない。 

２ 基盤整備工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわら

ず、当該基盤整備工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 

（構成員の住所及び名称） 

第５条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 

○○県○○市○○町○○番地  ○○建設株式会社 

○○県○○市○○町○○番地  ○○建設株式会社 

（代表者の名称） 

第６条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。 

（代表者の権限） 

第７条 当企業体の代表者は、基盤整備工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監

督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金（前払金及び部分払金を含む。）の

請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 

（構成員の出資の割合） 

第８条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該基盤整備工事について発注

者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。 

○○建設株式会社  ○○％ 

○○建設株式会社  ○○％ 

２ 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものと

する。 

（運営委員会） 

第９条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、基盤整備工事の完成に当たるもの

とする。 
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（構成員の責任） 

第10条 各構成員は、基盤整備工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 

（取引金融機関） 

第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けられた別

口預金口座によって取引するものとする。 

（決算） 

第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。 

（利益金の配当の割合） 

第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員に利益

金を配当するものとする。 

（欠損金の負担の割合） 

第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員が欠

損金を負担するものとする。 

（権利義務の譲渡の制限） 

第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 

（工事途中における構成員の脱退に対する措置） 

第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が基盤整備工事を完成す

る日までは脱退することができない。 

２ 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構

成員が共同連帯して基盤整備工事を完成する。 

３ 第１項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、

脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合

により分割し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。 

４ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金

を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金

額を控除した金額を返還するものとする。 

５ 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 

（構成員の除名） 

第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の

除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該

構成員を除名することができるものとする。 

２ 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第２項から第５項までを準

用するものとする。 

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置） 

第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第２

項から第５項までを順用するものとする。 

（解散後の契約不適合責任） 



80 

 

第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成

員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。 

（協定書に定めのない事項） 

第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

○○建設株式会社ほか１社は、上記のとおり○○建設工事共同企業体協定を締結したので、そ

の証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自１通を保有するもの

とする。 
 

令和  年  月  日 

 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名                 印 

 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名                 印 
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別紙５-４ 

 

（ＪＶ様式３） 

 

委   任   状 

令和  年  月  日 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

  本部長 井添 清治 殿 

 

 

（共同企業体の名称）○○○○建設工事共同企業体 

共同企業体  住    所 

構 成 員  商号又は名称 

代表者氏名                  印 

 

共同企業体  住    所 

構 成 員  商号又は名称 

代表者氏名                  印 

 

 

私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との川口本町団

地基盤整備その他工事の契約について、下記の権限を委任します。 

 

受  任  者  住    所 

共同企業体代表  商号又は名称 

代表者氏名                  印 

 

記 

 

（委任事項） 

１ 見積及び入札について 

２ 契約に関すること 

３ 支払金の請求及び領収について 

以 上 
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別紙５-５ 

 

（ＪＶ様式４） 

 

構成員の施工実績 

会社名          

項   目 施 工 実 績 事 例  

同種工事の施工実績 入札説明書４(10)に示す施工実績について記載 

工

事

名

称

等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

工  事  名  称  

発  注  機  関  名  

施  工  場  所  

契  約  金  額 総額      百万円（出資比率分   ％    百万円） 

工        期  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

受  注  形  態  (1) 単独、   (2)共同企業体（出資比率   ％） 

工 

事 

概 

要 

等 

  

（注１） 施工実績は、入札説明書４(10)に示す施工実績を記載すること。また、実績が複数件ある場合には、１件ごとに作成

すること。 

（注２） 特定ＪＶの場合は、構成員ごとに作成すること。 

（注３） 工事エリア等、工事名称及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部（写し）等を添付すること。ただし、

添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。 

（注４） 施工実績は、平成 27 年４月１日以降（過去 10 年間）に完成した工事とする。 

（注５） 様式の最初のページには、インデックスをつけること。 
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詳細条件審査型一般競争入札参加資格確認申請 

書類作成の手引き 
 

「川口本町団地基盤整備その他工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類

は、この手引きに基づいて作成、提出すること。 

１．申請書の提出について 

 (１)申請書類は、２に定める書類を、３に定める方法に基づき提出すること。 

 (２)添付資料も含め、書類はすべてＡ４サイズで作成すること。  

 (３)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。 

 (４)提出部数は１部とする。 

２．提出書類 

□競争参加資格確認申請書     ・・・（様式１） 

(１)令和７・８年度の「有資格者名簿」の該当部分の写し 

(２)同種工事の施工実績      ・・・（様式２） 

(３)(２)の工事が確認できる CORINS や工事請負契約書等(写し) 

(４)(２)の工事が確認できる図面等（写し） 

(５)配置予定技術者の施工実績 ・・・（様式３） 

(６)１級土木施工管理技士等の証明書（写し） 

(７)監理技術者資格者証（写し） 

(８)技術者の工事経験が確認できる従事役職等（写し） 

(９)(５)の工事が確認できる工事請負契約書等（写し） 

(10)(５)の工事が確認できる図面等（写し） 

（11）企業の施工実績、配置予技術者の施工実績、施工計画・・・（様式４-１～３） 

注１）同種工事の施工実績及び技術者の資格・工事経験等が確認できる書類とし

て、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出すること（い

ずれも写し）。 

ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情

報総合センタ－の「工事実績情報システム（CORINS）」に登録されており、上記

内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる。（CORINS登録内容の写しを提

出すること）。 

なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労

働安全衛生法（昭和 47年法律第 57 号）に基づく「特定元方事業者の事業開始

報告」の写しを提出すること。(※民間工事に関するすべての書類については、

原本確認を行いますので持参すること。) 

注２）提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部（写し）。図面は

Ａ３版に縮小し、Ａ４版に折り込む。工事件名等の文字が判別できないような

場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ－等した図面を添付すること

（工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ－すること） 

注３）CORINS 登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認する

別記１ 
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ため、資格者証の写しは、必ず添付すること。 

注４）配置予定技術者に係る同種工事の経験において、従事役職〔現場代理人又は

主任技術者（監理技術者）〕の証明書類は必ず提出すること。〔CORINS 登録の写

し又は現場代理人届の写し・主任技術者届の写し・監理技術者届の写し又はこ

れらと同等の証明書類など。〕 

注５）同種工事の施工実績と配置予定技術者の工事経験を確認する工事が同一の場

合は、重複する図書等は省略することができる。 

注６）様式２、様式３及び様式４について、書面等で説明できること。 

 (12) ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に係る適合状況 （様式７）に 

   該当する項目がある場合は、証明する書類（認定通知書の写し・一般事業主行動

計画策定・変更届（都道府県労働局の受領印付）の写し）を添付すること。 

 

 

３． セット方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ Ａ４版ファイル（左側２穴）に綴じ、ファイルの裏表紙に名刺をクリップ留する。 

○ 設計図書：Ａ３版に縮小し、Ａ４版に折り込む。同種工事の確認部分に赤字でマーク。 

○ 各様式の最初のページにインデックスをつける。 

  

（様式７） 

 

 

（様式６） 

 
（様式４）別記１・別記２ 

※関連証明書類 

 
（様式３） 

※関連証明書類 

（様式２） 

 
令和７・８年度の「有資格者名簿」の該当部分

の写し 

(様式１) 

競争参加資格確認申請書 

様
式
４ 

様
式
３ 

様
式
２ 

様
式
１ 

名刺 

(クリップで留める。) 
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４．その他の提出物 

返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金（460 円）の

切手を貼った長型３号封筒１通を併せて提出すること。（電子入札で参加する場合は

必要ありません）なお、資料を提出した確認が必要な場合には、「様式１」の写しに

機構受付印を押して返却するので、「様式１」の写しを用意し、その旨受付会場で申

し出ること。 

 

５．提出期間 

令和８年３月 26日(木)から令和８年４月 24日（金)（競争参加資格の確認の基準

日という。）までの土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日、午前 10時から正午まで

及び午後１時から午後４時まで。 

提出日時及び提出方法については、入札説明書８（2）を確認すること。また、内

容を説明できる者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。 

 

６．提出場所及び問合わせ先 

東京都新宿区西新宿６－５－１ 新宿アイランドタワー17階 

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 

技術監理部企画第４課  電話03-5323-2432 

 

以  上 
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【別記様式１】 

（用紙Ａ４） 

本競争に必要な「(工種･等級)」の登録状況(申請日時点)：※以下、当てはまる□にチェック・記載 

□ 申請中⇒ □新規又は更新 □工種等追加 □地区追加 

□ 済⇒ 有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載  登録番号：         

 

競争参加資格確認申請書 

 

令和  年   月   日 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部  

本部長 井添 清治 殿 

 

住 所       

商号又は名称 

代表者氏名       

 

令和８年３月25日付けで掲示のありました「川口本町団地基盤整備その他工事」に係る競争参

加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成16年独立行政法人都市再生機構達第95

号）第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないこ

とを誓約します。 

記 

 

１ 掲示文兼入札説明書８(5)①に定める施工実績を記載した書面 

２ 掲示文兼入札説明書８(5)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面（専任特例

２号を配置する場合は届出書を含む） 

３ 掲示文兼入札説明書８(5)③に定める「企業の施工実績」について記載した書面 

４ 掲示文兼入札説明書８(5)④に定める「配置予定技術者の施工実績」について記載した書面 

５ 掲示文兼入札説明書８(5)⑤に定める「施工計画」について記載した書面 

６ 掲示文兼入札説明書８(5)⑥に定める契約書の写し 

７ 掲示文兼入札説明書８(5)⑦令和７・８年度の「有資格者名簿」の該当部分の写し 

８ 掲示文兼入札説明書８(5)⑧建設業許可申請書の写し 

 ９ 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書 

 10 掲示文兼入札説明書記４(14)に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面 

 11 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に係る適合状況について記載した書面 

 

注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金（460

円）の切手を貼った長３号封筒を申請書と併せて提出して下さい。※ 紙入札で参加する場合には必要と

なります。 
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【別記様式２】 

同種工事の施工実績 

 

会社名          

項   目 施 工 実 績 

工

事

名

称

等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

工  事  名  称  

発  注  機  関  名  

施  工  場  所  

契  約  金  額 総額      百万円（出資比率分   ％    百万円） 

工        期  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

受  注  形  態  (1) 単独、   (2)共同企業体（出資比率   ％） 

工 

事 

概 
要 

等 

  

（注１） 施工実績は、掲示文兼入札説明書４(10)に示す同種工事について記載すること。 

（注２） 工事エリア等、工事名称及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部（写し）、CORINS 等

を添付すること。ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、

根拠等適宜添付すること。 

（注３） 施工実績は、平成 27 年４月１日以降（過去 10 年間）に完成した工事とする。 

（注４） 様式の最初のページには、インデックスをつけること。 

（注５） 特定建設共同企業体（特定ＪＶ）の場合は、別紙 5-5（ＪＶ様式４）により各構成員毎に作成する

こと。 
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【別記様式３】 

配置予定技術者の施工実績 

会社名                              

対象工事の施工実績 掲示文兼入札説明書４(11)に示す同種工事の施工実績についての記載 

配 置 予 定 者 の 氏 名             主任（監理）技術者   ○○ ○○ 

最 終 学 歴             ○○大学 ○○科 ○○年卒業 

法令による資格・免許            

 １級○○施工管理技士（取得年及び登録番号） 

 監理技術者資格（取得年及び登録番号） 

 監理技術者講習（取得年及び修了証番号） 

工 

事 

経 

験 

の 

概 
要 

工 事 名 称          

発 注 機 関 名          

施 工 場 所          （都道府県名・市町村名） 

契 約 金 額          

工 期              年 月～    年 月 

従 事 役 職          現場代理人・主任（監理）技術者・担当技術者 

工 事 内 容          

（注１） 配置予定技術者ごとに、本資料を作成すること。 

（注２） 氏名・職制欄の（  ）には、主任技術者（監理技術者）の別に記入すること。 

（注３） 対象工事の実績とは、平成 27年４月１日以降に完成した工事とする。 

（注４） 配置予定技術者とは、主任技術者又は監理技術者をいう。 

（注５） 添付資料 

１）工事名称等及び工事概要が確認出来る、①契約書（写し）、②設計図書の一部（写し）、CORINS 等 

なお、設計図書等には、工事名称及び概要を確認出来る部分を赤でマーキングすること。 

２）配置予定者の、③一級技術検定合格証明書（写し）、④監理技術者資格証（写し） 

３）共同企業体の構成員としての実績の場合は、共同企業体協定書（写し） 

（注６） 専任特例２号を配置する場合、専任特例２号に関する届出書様式―２を合わせて提出すること 

（注７） 特定建設共同企業体（特定ＪＶ）の場合は、各構成員毎に作成すること。 
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【別記様式４－１】                        （用紙Ａ４） 

                       （総合評価に関する資料） 

会社名          

評価項目 実績内容 

過去 10 年間における同種工

事の施工実績 

（平成 27 年４月１日から掲

示日まで） 

工事名 工 期 工 種 

① 

 

～ 

 

イ・ロ 

② 

 

～ 

 

イ・ロ 

③ 

 

～ 

 

イ・ロ 

④ 

 

～ 

 

イ・ロ 

⑤ 

 

～ 

 

イ・ロ 

⑥ 

 

～ 

 

イ・ロ 

過去３年間における機構

「土木」工事、国交省各地

整「一般土木」工事におけ

る優良工事表彰の有無 

（令和４年４月１日から掲

示日まで） 

実績あり・実績なし 

発注機関： 

工事名： 

工 期： 

通知日： 

過去３年間における機構

「土木」工事における工事

成績評定の平均点 

（令和４年４月１日から掲

示日まで） 

工事名 通知日 工事成績 

①  点 

②  点 

③  点 

④  点 

⑤  点 

平均点 点 

ISO 認証取得状況及び企業

の地球環境配慮への取組み 
 

過去 2 年間の当機構におけ

る街づくり事業等への貢献

表彰実績 

（令和５年４月１日から掲

示日まで） 

 

ＷＬＢ等の推進企業を評価

する認定の有無 
 

 
（備考）特定建設共同企業体（特定ＪＶ）の場合は、各構成員毎に作成すること。 
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【別記様式４－２】                        （用紙Ａ４） 

                       （総合評価に関する資料） 

会社名          

氏 名 

評価項目 実績内容 

過去 10 年間における同種工

事の施工実績 

（平成 27 年４月１日から掲

示日まで） 

工事名 工 期 工 種 

① 

 

～ 

 

イ・ロ 

② 

 

～ 

 

イ・ロ 

③ 

 

～ 

 

イ・ロ 

過去３年間に従事した機構

「土木」工事、国交省各地

整「一般土木」工事におけ

る優良工事表彰の有無（令

和４年４月１日から掲示日

まで） 

実績あり・実績なし 

発注機関： 

従事役割： 

工事名： 

工 期： 

通知日： 

過去３年間における機構

「土木」工事における工事

成績評定の平均点 

（令和４年４月１日から掲

示日まで） 

工事名 通知日 工事成績 

①  点 

②  点 

③  点 

④  点 

⑤  点 

平均点 点 

継続教育（ＣＰＤ）の取組

状況（令和６年度の取得単

位） 

団体名： 

取得単位： 

 
（注１） 配置予定技術者ごとに、本資料を作成すること。 
（注２）  特定建設共同企業体（特定ＪＶ）の場合は、各構成員毎に作成すること。 
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【別記様式４－３】                      （用紙 A４） 

                        （総合評価に関する資料） 

〔 施 工 計 画 〕 

会社名：       

①特に、周辺環境対策、交通安全対策、安全衛生管理等の重点的取り組みを必要とす

る場合の技術的工夫 

 

◎工事エリア周辺の交通安全対策についての提案 

◎工事騒音・振動・粉塵等への対応についての提案 

 

②近接構造物や隣接地権者所有物の損傷、ﾗｲﾌﾗｲﾝ切断等の事故を防止する技術的工夫 

 

◎近接構造物等に対する事故防止対策についての提案 

◎事故防止の啓発活動、緊急対応についての提案 

 

※施工計画の作成方法は下記による 

(1) 施工計画は、提案項目ごとに以下の内容を記載し、必要に応じ説明図表を添付すること。また、文面

の文字の大きさは 10.5 ポイント以上とし、説明図表等に用いる文字は、判読可能な文字の大きさとす

ること。 

・「施工（実施）方法」 期待する効果、対象工種、実施期間・頻度、使用機械・製品名、施工手順

など 

・「確認方法」 受注者・監督員による履行確認の方法、確認時期・頻度など 

(2) 資料の頁数は、説明図表を含めＡ４版４頁以内とし、縦使いを標準とする。上限頁数を超えた場合、

加点評価対象は４頁目までに記載されている内容とし、５頁目以降に記載した内容は加点評価対象と

しない。 

(3) 上記(2)とは別に、必要に応じて工程計画をＡ４版１頁まで添付可とする。 

(4) 提案項目数は、①、②のそれぞれの項目に対して５つ以内（合計 10 提案以内）とし、記載の順に１

から５までの通し番号を付けること。加点評価対象は番号１から５の提案項目とし、これを超えた提

案項目は加点評価対象としない。 

(5) １つの提案項目には、１つの着目対象に限って記載すること。１つの提案項目に複数の着目対象に対

する提案を記載した場合においても、優位な評価はしない。 

(6) 施工計画書に記載されている技術的所見や工夫の内容は設計変更の対象としない。 
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【別記様式５】 

確認書 

 

独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」と

いう。)は、下記１の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結

する。 

第１ 確認内容  

発注者は、工事の契約に当たり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由

として示した事項について、下記２の「低入札価格調査による確認事項」(以下「確認事

項」という。)のとおり発注者及び受注者が確認する。  

第２ 確認事項の履行  

受注者は、工事の施工に当たっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に

万全を期すものとする。  

第３ 工事成績評定の厳格化  

発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと

判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績

評定点を減ずる措置を行うものとする。  

第４ 監理技術者等の追加  

受注者は、施工体制の一層の強化のため、施工体制について、監理技術者と同等の資

格要件を有する専任の技術者を１名追加配置するものとする。  

第５ 品質及び安全の確保等に関すること  

  受注者は、工事の実施にあたり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に

努めると共に施工に際しては、工事用車両等の交通安全及び騒音・振動、粉塵等に配慮

し、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう行うものとする。  

また、労務・資材の調達について、責任を持って確保し、品質及び工事工程に支障を

きたさないようにするものとする。  

第６ 変更契約に関すること  

受注者は、工事施工に際し、設計変更等が生じた場合は、発注者の指示に基づき誠実

に対応するものとする。  

また、変更契約において、今回契約の査定(落札率)を勘案することを了承するものと

する。  

第７ その他  

受注者は、賃金・下請代金等の不払及び支払遅延をしないと確約するものとする。  

  

記  

  

１ 契約対象工事名： 川口本町団地基盤整備その他工事 

２ 低入札価格調査による確認事項(別紙)   

令和○○年○○月○○日  

発注者 住所  東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

  

氏名  独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部   

     本部長 井添 清治 印  

  

受注者 住所  

  

氏名  社名  

代表取締役  ○○ ○○ 印  
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【別紙】 

 

低入札価格調査による確認事項 

 

低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。 

 

 

１ ○○○に関すること。 

 

① △▽▲▼ 

② ◇◆◇◆ 

③ ・・・・ 

 

２ ◎◎◎に関すること。 

 

① △▽▲▼ 

② ◇◆◇◆ 

③ ・・・・ 

 

３ ※※※に関すること。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

記載要領 

1） 工種・項目に分けて内容を具体的に記載

することとし、この別紙については任意

の様式としても構わない。 

2） 低入札価格調査時にヒアリングした内容

で施工体制、材料調達、安全管理、工事

計画、技術的な提案等は、確認方法を考

慮した記載方法を工夫する。 

3） 低入札価格調査時に提出された資料を用

いるなど、作成方法の簡略化を図るこ

と。 



94 

 

【別記様式６】 

令和  年  月  日 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部  

本部長 井添 清治 殿 

住 所 

商 号 

代表者 

 

適用除外誓約書 

 

別紙の理由により、川口本町団地基盤整備その他工事の競争入札に関し、当社は、○

○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること

となっても、異議は一切申し立てません。 

以上のことについて、誓約します。 

 

 

 

（健康保険・厚生年金保険） 

□従業員５人未満の個人事業所であるため。 

□従業員５人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。 

□その他の理由 

 

 

 

 

（「その他の理由」を選択した場合） 

令和〇年〇月○日、関係機関（○○年金事務所○○課）に問い合わせを行い判断しました。 

 

（雇用保険） 

□役員のみの法人であるため。 

□使用する労働者の全てが 65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。 

□その他の理由 

 

 

 

 

（「その他の理由」を選択した場合） 

令和〇年〇月○日、関係機関（ハローワーク○○ ○○課）に問い合わせを行い判断しま

した。 
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【別記様式７】 
会社名）○○○○ 

工事件名：川口本町団地基盤整備その他工事 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況 

※１～３の全項目について、該当するものに○を付けること。 

※それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し・一般事業主行動計画策

定・変更届（都道府県労働局の受領印付）の写し）を添付すること。 

※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第２条に

規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する

書類（内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し）を添付すること。 

 

１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 

 ○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ えるぼし３段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き

方」の基準を満たしている。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ えるぼし２段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き

方」の基準を満たしている。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ えるぼし１段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き

方」の基準を満たしている。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をし

ており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

 

２ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

○「プラチナくるみん認定」を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○「くるみん認定」（令和７年４月１日以降の基準）を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○「くるみん認定」（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準）を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○「トライくるみん認定」（令和７年４月１日以降の基準）を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○「くるみん認定」（平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準）を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○「トライくるみん認定」(令和４年４月１日～令和７年3月31日までの基準)を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○「くるみん認定」（平成29年３月31日までの基準）を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を令和７年４月１

日以降に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

 

３ 若者雇用促進法に基づく認定 

○「ユースエール認定」を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 
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【別記様式８】 

令和  年  月  日 

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 

本部長 井添 清治 殿 

所 在 地 

名 称 

代表者名   （押印不要） 

通 知 書 
 

 下記のとおり、建設業法第 20条の２第２項に基づき、発生するおそれがあると認める

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 

 

記 

 

工事名：川口本町団地基盤整備その他工事    

 

 □ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰 

（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第１号） 

 発生するおそれのある事象※：（例）国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰 

 上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：（例）報道等の URL を記載又はファイルを別添 

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰する

ことができないものを記載 

 

 □ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰 

（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第２号） 

発生するおそれのある事象※：（例）○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足 

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：（例）報道等の URL を記載又はファイルを別添 

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰する

ことができないものを記載 

                                    以 上 

 

その他連絡事項（空欄可）（自由記述：上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等） 
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（注） 

１．本通知書については、建設業法施行規則第 13条の 14第２項に規定する事象が発生す

るおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認め

られない場合は、提出を求めるものではない。 

 

２．本通知書を提出する場合は、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の

決定）から契約締結までに提出するものとする。 

 

３．「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通

常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体

や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられ

た情報を用いること。（一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認すること

が困難である情報は除かれることに留意すること。） 

 

４．本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第 20条の

２第３項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出る

ことができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等（スライド条項の

運用基準等を含む。）に基づき対応を行うものであることに留意すること。 

 

５．本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、

請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。 
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【別記様式９】 

 

令和  年  月  日 

 

人員の配置を示す計画書 

（専任特例２号） 

 

１ 対象期間 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

２ 配置技術者情報 

建設業者 
名称  

所在地  

監理技術者※ 

氏名  

資格  

（資格番号） （                     号） 

 

３ 建設工事１（当該工事） 

工事名称  

工事現場住所  

工期 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

工事着手日 令和  年  月  日 

建設工事の内容  ※建設工事 29 種よ

り 

監理技術者補佐

※ 

氏名  

所属会社  

資格  

（資格番号） （                号） 

業務内容  

連絡先（電話・メール）  

情報通信技術を使用した

連絡体制 

 

※ ３ヶ月以上の雇用が証明される書類（雇用証明書の写し等）を添付すること。 
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４ 建設工事２（兼務する工事） 

工事名称  

工事現場住所  

工期 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

発注者名  

建設工事の内容  ※建設工事 29 種よ

り 

監理技術者補佐

※ 

氏名  

所属会社  

資格  

（資格番号） （                号） 

業務内容  

連絡先（電話・メール）  

情報通信技術を使用した

連絡体制 

 

【兼務する工事の地図】 

兼務する工事がそれぞれ示される地図を添付すること。また、分かりやすいようにそれぞれの

工事場所に印を記載し、水平距離を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ３ヶ月以上の雇用が証明される書類（雇用証明書の写し等）を添付すること。 

※ 兼務する工事の発注者が兼務を認めている工事である証明として、入札説明書等を提出す

ること。 
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令和８年３月 25日 

入札参加者 殿 

独立行政法人都市再生機構 

東日本賃貸住宅本部 

 

見積価格書作成要領 

 

川口本町団地基盤整備その他工事に関する見積価格書の作成については入札公告時に掲示する掲

示文、入札説明書等及び入札（見積）心得書の記載事項及び本要領に基づき作成し提出してくださ

い。 

 

記 

1. 作成方法 

（1） 設計図書他交付資料に基づき、疑義を質問書にて明らかにした上で見積価格書を作成し

てください。 

（2） 見積価格書は交付資料のCDデータに格納された「見積内訳書様式（見積様式１）」に準

じて作成してください。又、様式は詳細内容（名称、摘要、数量、単位、単価、金額、

備考、率等）を具備している様式で作成してください。なお、単価および金額について

は、白抜きのセルにのみ記載してください。 

（3） 見積価格書内にて一式計上となる項目は可能な限り詳細内訳書を別添するか、摘要欄又

は備考欄に金額の根拠を明記してください。 

（4） 提出する見積価格は、実勢価格又は取引予定価格を記載してください。 

（5） 見積価格書の作成は下記内容に基づいて作成してください。 

1） 建築、電気、管に係る工事 

・見積価格書にある単価を記入してください。 

・見積価格書の備考欄に※がある場合にはそちらも記入ください。 

・専門下請工事による諸経費は、各単価に含んでください。 

2） 土木に係る工事 

・見積価格書にある工種項目ごとに、材工にて計上してください。 

・専門下請工事による諸経費は、各単価に含まないでください。 

・間接工事費等の諸経費は、様式項目のとおり計上してください。 

（6） 見積価格書の内容によって、さらに詳細な見積内訳の提出を求める場合があります。特

に、平常時の施工価格を著しく上回る項目については、根拠資料の提出をお願いします。 

※根拠資料とは採用を予定する協力会社から収集する見積り又は直近に契約を交わした

契約書類等により、単価及び価格が確認できる資料をいう。 

（7） 見積活用方式による見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した実績

別記２ 
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価格調査票（見積様式２）を、当該単価における価格確定後（下請契約後等）速やかに

提出をお願いいたします。 

 

2. 提出書類 

① 見積価格書 １部 

② 根拠資料（様式は任意） １枚 

③ 上記Excelデータ（CD-R） １枚 

3. 提出期限 

令和８年５月 15日（金） 16時 00分まで 

4. 提出場所 

〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１ 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第４課 

電話 03－5323－2432 

5. 提出方法 

入札説明書によること。 

6. 作成にあたっての注意事項 

（1） 見積もり提出内容に不備・不明事項等ある場合には採用できない場合もあります。 

（2） 見積価格書作成にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵

触する行為を行わないこと。また、競争を制限する目的で他の者と価格についていかな

る相談も行わずに見積り書を提出すること。 

（3） 提出された見積価格書の金額と入札時に提出された工事費内訳書の金額との間に著しい

乖離が認められる場合は、開札後、確認できる資料を追加で求めるか、又はヒアリング

等により内容を確認する場合がある。 

（4） 見積価格の記載又は根拠資料の提出ができない場合は、その理由について記載のうえ提

出をお願いします。 

（5） 提出いただいた見積価格書及び根拠資料は、積算の目的以外に使用しません。 

（6） 各共通費率の対象項目については、公共住宅事業者等連絡協議会編集の「公共住宅建築

工事積算基準（令和５年度）」、「公共住宅電気設備工事積算基準（令和５年度）」、「公共

住宅機械設備工事積算基準（令和５年度）」及び都市再生機構編集の「土木・造園工事積

算要領（令和６年度）」に記載の項目とし、当該項目に対応した率又は総価の提出をお願

いします。 

 

 

以 上 



川口本町団地基盤整備その他工事
株式会社○○○○○○

別記様式１０（見積様式１）

令和　　年　　月　　日　

住所：

商号又は名称：

代表者氏名：

印

見積価格書

工事名称：川口本町団地基盤整備その他工事

－共通項目　及び　工事項目－
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川口本町団地基盤整備その他工事
株式会社○○○○○○

規格 単位 数量 単価 金額 備考

整地土工

敷地整地工

敷地整地 敷地整地A ｍ2 1,428

防災施設工

作業土工

床掘り 式 1 (参考)　3.77m3

埋戻し 式 1 (参考)　2.14m3

残土 場内処分 式 1 (参考)　8.78m3

防災排水工

素掘側溝 SS-10 ｍ 61.6

コルゲート桝 KGM-100　H=1000 箇所 2

排水取付管 φ200VU　L=1.40 逆流防止弁含む  箇所  1

ヒューム管用継手 φ200VU 箇所 1

構造物撤去工

作業土工

床掘り 式 1 (参考)　12.3m3

埋戻し 発生土 式 1 (参考)　20.2m3

埋戻し 埋戻し用山砂 式 1 (参考)　1.62m3

構造物取壊し工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 (H2)AH-50 ｍ2 31.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 (H2)CH-300　 ｍ2 136

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去 (H2)LH-360 ｍ2 113

ﾀｲﾙ舗装撤去 (H2)TH-A　 ｍ2 16.2

植桝ｳｫｰﾙ1撤去 (T)SM-W1 ｍ 25.0

植桝ｳｫｰﾙ2撤去 (T)SM-W2 ｍ 27.1

ｺﾝｸﾘｰﾄｳｫｰﾙ65撤去 (T)CW-65 ｍ 2.30

ｺﾝｸﾘｰﾄｳｫｰﾙ85撤去 (T)CW-85 ｍ 2.70

殻運搬処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 式 1 (参考)　1.57m3

殻運搬処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 式 1 (参考)　56.1m3

殻運搬処分 路盤廃材 式 1 (参考)　21.8m3

殻運搬処分 割栗石 式 1 (参考)　20.5m3

施設工作物撤去工

植桝撤去 (T)KD-1 箇所 4

防火用水桝撤去 (T)KD-2 箇所 1

車止め1撤去 (T)KT-1 基 8

車止め2撤去 (T)KT-2 基 7

車止め3撤去 (T)KT-3 基 2

表示板1撤去 (T)HB-1 基 2

表示板2撤去 (T)HB-2 基 1

表示板3撤去 (T)HB-3 基 1

表示板4撤去 (T)HB-4 基 1

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 (T)MF-150 ｍ 12.4

旗ﾎﾟｰﾙ撤去 (T)HP 基 2

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎1撤去 (T)KS-1 箇所 2

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎2撤去 (T)KS-2 箇所 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎3撤去 (T)KS-3 箇所 1

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去 (T)OT 基 1

殻運搬処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 式 1 (参考)　14.1m3

殻運搬処分 割栗石 式 1 (参考)　1.34m3

殻運搬処分 ｽｸﾗｯﾌﾟ(H3) 式 1 (参考)　0.454t

殻運搬処分 ｽｸﾗｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ) 式 1 (参考)　0.016t

殻運搬処分 ｽｸﾗｯﾌﾟ(ｱﾙﾐ) 式 1 (参考)　0.011t

排水施設撤去工

排水管撤去 φ100HP ｍ 17.4

工　事　費　内　訳　書

工事区分/工種/種別/細別・摘要

土木工事
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川口本町団地基盤整備その他工事
株式会社○○○○○○

規格 単位 数量 単価 金額 備考

工　事　費　内　訳　書

工事区分/工種/種別/細別・摘要

排水管撤去 φ100TP ｍ 8.2

排水管撤去 φ125HP ｍ 11.2

排水管撤去 φ150HP ｍ 27.5

排水管撤去 φ150VU ｍ 3.58

排水管撤去 φ200HP ｍ 51.3

排水管撤去 φ250HP ｍ 1.61

雨水桝撤去(φ400) (T)RM-400　　　　　(平均高さh=490) 箇所 3

雨水桝撤去(φ450) (T)RM-450　　　　　(平均高さh=600) 箇所 3

雨水桝撤去(φ500) (T)RM-500　　　　　(平均高さh=730) 箇所 6

汚水桝撤去(φ450)　　　　　　　　　　　　　　　鋳鉄蓋(T)SM-450　　　　　(平均高さh=890) 箇所 1

汚水桝撤去(φ500)　　　　　　　　　　　　　　鋳鉄蓋(T)SM-500　　　　　(平均高さh=780) 箇所 5

汚水桝撤去(φ600)　　　　　　　　　　　　　　鋳鉄蓋(T)SM-600　　　　　(平均高さh=1100) 箇所 1

汚水桝撤去(φ600)　　　　　　　　　　　　　　鋳鉄蓋(T)SM-特　(h=780) 箇所 1

インバート補修 １号人孔 （管閉塞含む） 箇所 1

殻運搬処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 式 1 (参考)　3.60m3

殻運搬処分 塩ビ管 式 1 (参考)　0.014m3

殻運搬処分 陶管 式 1 (参考)　0.049m3

殻運搬処分 ｽｸﾗｯﾌﾟ(H3) 式 1 (参考)　0.219t

埋設管撤去工

給水管撤去 φ40VP ｍ 2.4

ガス管撤去 φ32SGP ｍ 7.5

ガス管撤去 φ75SGP ｍ 28.8

外灯ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CV5.5□-2C(16) ｍ 21.3

外灯ｹｰﾌﾞﾙ撤去 CV2.0□-2C(16) ｍ 14.8

外灯1撤去 (T)GT-1 基 2

外灯2撤去 (T)GT-2 基 1

殻運搬処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 式 1 (参考)　0.750m3

殻運搬処分 塩ビ管 式 1 (参考)　0.005m3

殻運搬処分 ｽｸﾗｯﾌﾟ(H3) 式 1 (参考)　0.439t

地盤改良工

浅層改良工

石灰改良 石灰複合系固化剤　添加量60.0kg/m3　t=0.8m　80KN/m2　 ｍ2 603

仮設工

土留工

切梁腹起式鋼矢板 Ⅱ型(H=5500) 式 1

試掘工

試掘工

試掘 箇所 2

車道舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工復旧

表層(車道部)（仮復旧） AH-C　再生密粒度As　t=50 ｍ2 1.20

上層路盤（仮復旧） 再生粒調砕石　　　(RM-40)　t=150 ｍ2 1.20

下層路盤（仮復旧） 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　　　(RC-40)　t=200 ｍ2 1.20

表層(車道部)（本復旧） (U)AH-C　再生密粒度As　t=50 ｍ2 10.3

上層路盤（本復旧） 再生粒調砕石　　　(RM-40)　t=150 ｍ2 1.20

下層路盤（本復旧） 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　　　(RC-40)　t=200 ｍ2 1.20

路面排水工

側溝工

L型街渠 (K)L-400（転用材） ｍ 3.60

(K)L-400（新設材） ｍ 1.20

構造物撤去工

構造物取壊し工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 AH-C（ｔ=50) ｍ2 10.3

路盤材撤去 150+200 ｍ2 2.40
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川口本町団地基盤整備その他工事
株式会社○○○○○○

規格 単位 数量 単価 金額 備考

工　事　費　内　訳　書

工事区分/工種/種別/細別・摘要

L型街渠撤去 (T)L-400 ｍ 3.60

舗装版切断 t=5cm ｍ 16.0

殻運搬処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 式 1 (参考)　0.575m3

殻運搬処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 式 1 (参考)　0.234m3

殻運搬処分 路盤廃材 式 1 (参考)　0.840m3

共通仮設費(積上げ)

技術管理費

諸経費動向調査 式 1
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川口本町団地基盤整備その他工事
株式会社○○○○○○

規格 単位 数量 単価 金額 備考

式

直接工事 式

直接工事 式

【建物解体】

RC造基礎部分取壊し BH0.8m3 ｍ3 666 参考数量

RC造基礎部分取壊し ﾌﾞﾚｰｶｰ壊し ｍ3 1.15 参考数量

RC造地上部分取壊し BH0.8m3 ｍ3 1,953 参考数量

RC造地上部分取壊し BH0.5m3 ｍ3 1,084 参考数量

SRC造地上部分取壊し BH0.8m3 ｍ3 699 参考数量

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 有筋　BH0.8ｍ3 ｍ3 113 参考数量

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し ア200未満　BH0.8ｍ3 ｍ3 130 参考数量

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し ア200未満　BH0.5ｍ3 ｍ3 1.43 参考数量

ﾚﾝｶﾞCB積擁壁取壊し　BH0.8ｍ3 ｍ3 37.9 参考数量

ﾚﾝｶﾞCB積擁壁取壊し　BH0.8ｍ3 ｍ3 7.75 参考数量

割栗石取壊し ｍ3 182 参考数量

ﾘｰﾀﾞｰ式回転削孔工法 φ1000 式 1 参考数量

鋼管杭撤去 φ457.2  L=36m：11本 　φ508  L=36ｍ：81本,　39m：5本  式 1 参考数量

鋼管切断 (1,482箇所) 式 1 参考数量

基礎ﾜｲﾔｰｿｰ切断 式 1 参考数量

躯体ﾜｲﾔｰｿｰ切断（ｺｱ削孔φ200含む） 式 1 参考数量

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ取壊し （主材：H200×200×8×12）（ﾌﾞﾚｰｽ外形：W3600×H3720他） 箇所 44 参考数量

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽｶﾞｽ切断 （切断１箇所/0.5ｔ） 箇所 120 参考数量

落下防止庇取壊し （主材：H200×100×5.5×8） ｍ2 30.1 参考数量

施設用屋上水槽取壊し （水槽外寸：W1850×D1500×H1800） 箇所 1 参考数量

UR用屋上水槽取壊し （水槽外寸：W3800×D1800×H1900） 箇所 1 参考数量

屋根ｱｽﾌｧﾙﾄ防水こわし（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ2 934 参考数量

外壁タイル取壊しｔ＝15（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ2 1,263 参考数量

外壁タイル取壊しｔ＝50（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ2 2,466 参考数量

屋上ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ撤去 箇所 1 参考数量

密閉型ﾀｰﾎﾞ冷凍機撤去 基 1 参考数量

温水ｾｸｼｮﾅﾙﾎﾞｲﾗ撤去 基 1 参考数量

冷却水ポンプ撤去 台 1 参考数量

冷水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 台 1 参考数量

冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 台 1 参考数量

ｵｲﾙｷﾞｱﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 台 1 参考数量

ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ撤去 基 1 参考数量

ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ撤去 基 1 参考数量

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去 基 1 参考数量

積込み・運搬　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 4,662 参考数量

積込み・運搬　割栗石 ｍ3 182 参考数量

鋼管杭積込み運搬 　φ457.2～φ508　L=36.0～39.0 ｔ 450 参考数量

積込み・運搬（鉄筋） ｔ 546 参考数量

積込み・運搬（SRC鉄骨）　 ｔ 102 参考数量

積込み・運搬（鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ）　 ｔ 53.7 参考数量

積込み・運搬（落下防止庇） ｔ 1.64 参考数量

積込み・運搬（施設用屋上水槽） ｔ 0.822 参考数量

積込み・運搬（UR用屋上水槽） ｔ 1.51 参考数量

積込み・運搬　屋根ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ3 84.1 参考数量

積込み・運搬　外壁ﾀｲﾙ（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ3 142 参考数量

積込み・運搬（屋上ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ） 箇所 1 参考数量

積込み・運搬（密閉型ﾀｰﾎﾞ冷凍機） 基 1 参考数量

積込み・運搬（温水ｾｸｼｮﾅﾙﾎﾞｲﾗ） 基 1 参考数量

積込み・運搬（冷却水ポンプ） 台 1 参考数量

積込み・運搬（冷水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ） 台 1 参考数量

積込み・運搬（冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ） 台 1 参考数量

積込み・運搬（ｵｲﾙｷﾞｱﾎﾟﾝﾌﾟ） 台 1 参考数量

積込み・運搬（ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） 基 1 参考数量

積込み・運搬（ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ） 基 1 参考数量

積込み・運搬（地下ｵｲﾙﾀﾝｸ） 基 1 参考数量

【内装材解体】

木造床組・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ他 ｍ2 3,362 参考数量

タイル系床 ｍ2 1,108 参考数量

ビニル床タイル壊し（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ2 156 参考数量

ビニル床シート壊し（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ2 478 参考数量

間仕切壁下地 ｍ2 2,140 参考数量

間仕切壁仕上 ｍ2 3,175 参考数量

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁取壊し（ｔ=100） ｍ2 211 参考数量

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁取壊し（ｔ=150） ｍ2 150 参考数量

天井　下地 ｍ2 2,584 参考数量

工　事　費　内　訳　書

工事区分/工種/種別/細別・摘要

建築工事
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川口本町団地基盤整備その他工事
株式会社○○○○○○

規格 単位 数量 単価 金額 備考

工　事　費　内　訳　書

工事区分/工種/種別/細別・摘要

天井　仕上 ｍ2 2,282 参考数量

天井ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ2 340 参考数量

側面ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ2 33.3 参考数量

石綿大平板（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ2 6.69 参考数量

石綿ｾﾒﾝﾄ管撤去（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ 1,042 参考数量

開口部(まど、扉等) ｍ2 1,473 参考数量

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し ｍ3 24.8 参考数量

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水取壊し ｍ2 8.65 参考数量

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ取壊し（ア95） ｍ2 5.87 参考数量

煙突内耐火ﾚﾝｶﾞ取壊し（ア100） ｍ2 124 参考数量

積込み・運搬　ｺﾝｸﾘｰﾄ類　 ｍ3 24.8 参考数量

積込み・運搬　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　 ｍ3 45.7 参考数量

積込み・運搬　木くず ｍ3 39.0 参考数量

集積・積込み・運搬　内装材 ｍ3 33.8 参考数量

積込み・運搬　石膏ﾎﾞｰﾄ ｍ3 1.10 参考数量

積込み・運搬　ｶﾞﾗｽ類 ｍ3 2.23 参考数量

積込み・運搬　畳 ｍ3 87.0 参考数量

積込み・運搬　襖 ｍ3 25.9 参考数量

積込み・運搬　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 ｍ3 0.05 参考数量

積込み・運搬　ｱｽﾌｧﾙﾄ系ﾀｲﾙ ｍ3 3.32 参考数量

積込み・運搬　発砲ｽﾁﾛｰﾙ ｍ3 7.69 参考数量

積込み・運搬　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｍ3 7.69 参考数量

積込み・運搬　蛍光灯 ｍ3 0.111 参考数量

積込み・運搬　電線 ｍ3 2.27 参考数量

積込み・運搬　壁紙 ｍ3 41.1 参考数量

積込み・運搬　FRP浴槽 ｍ3 39.9 参考数量

積込み・運搬　ｱｽﾍﾞｽﾄ（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄ） ｍ3 1.22 参考数量

積込み・運搬　ｱｽﾍﾞｽﾄ（石綿ｾﾒﾝﾄ管） ｍ3 1.88 参考数量

積込み・運搬　ｱｽﾍﾞｽﾄ（石綿大平板） ｍ3 0.133 参考数量

積込み・運搬　耐火ﾚﾝｶﾞ ｍ3 1.24 参考数量

積込み・運搬　塩ビ管継手 ｍ3 15.4 参考数量

積込み・運搬　アスベスト（ビニル床タイル） ｍ3 0.469 参考数量

積込み・運搬　アスベスト（ビニル床シート） ｍ3 2.39 参考数量

伐採・抜根 高木：(落)2本　　中低木：(落)11本，(常)71本 式 1 参考数量

枠組み足場設置･撤去 W=600　（市文化財ｾﾝﾀｰ解体） ｍ2 864 参考数量

枠組み足場設置･撤去 W=600　（南階段室下部解体） ｍ2 52.4 参考数量

枠組み足場設置･撤去 W=600　（住棟解体） ｍ2 729 参考数量

枠組み足場設置･撤去 W=900　（住棟解体） ｍ2 4,944 参考数量

防音ﾊﾟﾈﾙ設置･撤去 設置期間：90日　（市文化財ｾﾝﾀｰ解体） ｍ2 864 参考数量

防音ﾊﾟﾈﾙ設置･撤去 設置期間：30日　（南階段室下部解体） ｍ2 52.4 参考数量

防音ﾊﾟﾈﾙ設置･撤去 設置期間：270日　（住棟解体） ｍ2 4,408 参考数量

垂直ネット設置・撤去 設置期間：90日　（市文化財ｾﾝﾀｰ解体） ｍ2 864 参考数量

垂直ネット設置・撤去 設置期間：30日　（南階段室下部解体） ｍ2 52.4 参考数量

垂直ネット設置・撤去 設置期間：270日　（住棟解体） ｍ2 4,408 参考数量

ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場設置・撤去 ﾎﾞﾙﾄ削孔ﾌﾞﾗｹｯﾄﾘｰｽ（6か月） 式 1 参考数量

強力ｻﾎﾟｰﾄ設置・撤去 6か月 式 1 参考数量

上空飛散防止ｼｽﾃﾑ設置・撤去 式 1 参考数量

防護棚設置・撤去 ｍ 229 参考数量

トラッククレーン 120ｔ用 式 1 参考数量

小型クローラークレーン 5ｔ用 式 1 参考数量

除却工事機械運搬 BH 0.8m3 式 1 参考数量

除却工事機械運搬 BH 0.5m3 式 1 参考数量

特殊工事費（処分費）

特殊工事費（処分費）

【建物解体】

処分　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3 4,662 参考数量

処分　割栗石 ｍ3 182 参考数量

処分　ｽｸﾗｯﾌﾟ（鋼管杭） ｔ 473 参考数量

処分　ｽｸﾗｯﾌﾟ（鉄筋） ｔ 546 参考数量

処分　ｽｸﾗｯﾌﾟ（SRC鉄骨）　 ｔ 102 参考数量

処分　ｽｸﾗｯﾌﾟ（鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ） ｔ 53.7 参考数量

処分　ｽｸﾗｯﾌﾟ（落下防止庇） ｔ 1.64 参考数量

処分　ｽｸﾗｯﾌﾟ（施設用屋上水槽） ｔ 0.822 参考数量

処分　ｽｸﾗｯﾌﾟ（UR用屋上水槽） ｔ 1.51 参考数量

処分　屋根ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ3 84.1 参考数量

処分　外壁ﾀｲﾙ（ｱｽﾍﾞｽﾄ） ｍ3 142 参考数量

処分（屋上ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ） 箇所 1 参考数量

処分（密閉型ﾀｰﾎﾞ冷凍機） 基 1 参考数量

処分（温水ｾｸｼｮﾅﾙﾎﾞｲﾗ） 基 1 参考数量
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川口本町団地基盤整備その他工事
株式会社○○○○○○

規格 単位 数量 単価 金額 備考

工　事　費　内　訳　書

工事区分/工種/種別/細別・摘要

処分（冷却水ポンプ） 台 1 参考数量

処分（冷水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ） 台 1 参考数量

処分（冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ） 台 1 参考数量

処分（ｵｲﾙｷﾞｱﾎﾟﾝﾌﾟ） 台 1 参考数量

処分（ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） 基 1 参考数量

処分（ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ） 基 1 参考数量

処分（地下ｵｲﾙﾀﾝｸ） 基 1 参考数量

【内装材解体】

処分　ｺﾝｸﾘｰﾄ類　 ｍ3 24.8 参考数量

処分　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　 ｍ3 45.7 参考数量

処分　木くず ｍ3 39.0 参考数量

処分　混合廃材 ｍ3 33.8 参考数量

処分　石膏ﾎﾞｰﾄ ｍ3 1.10 参考数量

処分　ガラス類 ｍ3 2.23 参考数量

処分　畳 ｍ3 87.0 参考数量

処分　襖 ｍ3 25.9 参考数量

処分　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 ｍ3 0.050 参考数量

処分　ｱｽﾌｧﾙﾄ系ﾀｲﾙ ｍ3 3.32 参考数量

処分　発砲ｽﾁﾛｰﾙ ｍ3 7.69 参考数量

処分　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｍ3 7.69 参考数量

処分　蛍光灯 ｍ3 0.111 参考数量

処分　電線 ｍ3 2.27 参考数量

処分　壁紙　 ｍ3 41.1 参考数量

処分　FRP浴槽 ｍ3 39.9 参考数量

処分　ｱｽﾍﾞｽﾄ（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄ） ｍ3 1.22 参考数量

処分　ｱｽﾍﾞｽﾄ（石綿ｾﾒﾝﾄ管） ｍ3 1.88 参考数量

処分　ｱｽﾍﾞｽﾄ（石綿大平板） ｍ3 0.133 参考数量

処分　耐火ﾚﾝｶﾞ ｍ3 1.24 参考数量

処分　塩ビ管継手 ｍ3 15.4 参考数量

処分　アスベスト（ビニル床タイル） ｍ3 0.469 参考数量

処分　アスベスト（ビニル床シート） ｍ3 2.39 参考数量

伐採・抜根 高木：(落)2本　　中低木：(落)11本，(常)71本 式 1 参考数量

共通仮設費(積上げ)

共通仮設費

B型バリケード設置・撤去 BB180　転用３回、リース期間2箇月 ｍ 94.4 参考数量

仮囲い設置 KG-300(特)　H=3000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購入材 ｍ 124.0 参考数量

仮囲い設置（透明板） KG-300(特)　H=3000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購入材 ｍ 20.0 参考数量

仮囲い撤去・設置 KG-300(特)　H=3000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購入材 ｍ 63.3 参考数量

仮囲い撤去・設置 （透明板） KG-300(特)　H=3000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購入材 ｍ 12.5 参考数量

パネルゲート設置 PG(W=7500　H=4500)　　　　　　　　　購入材 基 1 参考数量

敷鉄板(建物解体時) 6096×1524×2240枚：15箇月 式 1 参考数量

敷鉄板(BG工法時) （40枚：3箇月）⇒（６枚既設、12枚転用：１箇月） 式 1 参考数量

敷鉄板(杭撤去時) （40枚：2箇月）⇒（16枚既設、16枚転用：2箇月）⇒（４枚既設、26枚転用：2箇月） 式 1 参考数量

環境騒音・振動自動監視ｼｽﾃﾑ 27箇月 箇所 1 参考数量

環境濃度測定 作業前・中・後(計3回)×4箇所 式 1 参考数量

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有分析試験 6成分/検体 検体 50 参考数量

交通誘導警備員A 昼間勤務 人 470 参考数量

交通誘導警備員B 昼間勤務 人 826 参考数量

監督員事務所 式 1 参考数量

洞道変位調査 式 1 参考数量

仮設用借地料 式 1 参考数量
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令和○年○○月○○日 
  独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 
    技術監理部 担当部長 杉村 毅 殿 
 
                       会  社  名  

  現場代理人          印 
 
 

実績価格調査票の提出について 
 
 
 標記について、川口本町団地基盤整備その他工事の実績価格調査票を提出します。 
 
１．見積もりの提出を求め活用する方式による項目等の事後確認 

番号 科目 
細目 

(名称) 

摘 要 

（仕 様） 数量 
見積価格(税抜) 実績価格(税抜) 

備考 

 

※受 

単価 

・価格 

※受 

金 額 

 

※受 

単価 

・価格 

※受 

金 額 

 

※受 

Ａ１ 

 

 

 

Ａ２ 

 

 

 

Ａ３ 

躯体 

 

 

 

躯体 

 

 

 

仕上 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 

 

 

打放し型

枠 

 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ補

修 

呼び強度21-18-

25(20) 

 

 

ﾗｰﾒﾝ構造 中･

高層用 

一般（H<3.5m) 

 

部分目違いばら

い、ｺｰﾝ処理共 

RC上げ裏面以外 

○○㎡ 

 

 

 

○○㎡ 

 

 

 

○○㎡ 

○○円 

 

 

 

○○円 

 

 

 

○○円 

○○○円 

 

 

 

○○○円 

 

 

 

○○○円 

○○円 

 

 

 

○○円 

 

 

 

○○円 

○○○円 

 

 

 

○○○円 

 

 

 

○○○円 

※見積価格と 

実績価格に大きな

開差がある場合は

理由を記載 

Ｅ１ 

 

 

 

Ｅ２ 

 

 

 

Ｅ３ 

電気 

配管 

設備 

 

電力 

設備 

 

 

電灯 

ｺﾝｾﾝﾄ 

設備 

合成樹脂製 

可とう電線

管CD 

 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰ

ｽｹｰﾌﾞﾙ 

 

 

照明器具 

CD(16) ｺﾝｸﾘｰﾄ

埋込 

 

 

EM-CET 100sq  

床下配線 

 

 

LED ﾀ ﾞ ｳ ﾝ ﾗ ｲ ﾄ 

100形 

○○ｍ 

 

 

 

○○ｍ 

 

 

 

○○個 

○○円 

 

 

 

○○円 

 

 

 

○○円 

○○○円 

 

 

 

○○○円 

 

 

 

○○○円 

○○円 

 

 

 

○○円 

 

 

 

○○円 

 

○○○円 

 

 

 

○○○円 

 

 

 

○○○円 

※見積価格と 

実績価格に大きな

開差がある場合は

理由を記載 

【凡例】※受：受注者が記載する項目 
記載にあたっての留意事項 

１）見積もりの提出を求める方式による見積価格の事後確認のため、見積価格及び 
実績価格を記載のうえ、工事契約後速やかに提出をお願いいたします。 

２）見積価格は、見積価格書に記載した価格を記入して下さい。 
３）実績価格は、工事契約後に協力会社等と実際に契約した単価及び価格について 

記載してください。 
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提出日：令和  年 月 日 

 

 質  問  書 

 工   事   名： 川口本町団地基盤整備その他工事 

 商号又は名称： ○○○○ 

 住       所: ○○○○ 

 代 表 者 名： ○○ ○○ 

 担 当 者 名： ○○ ○○ 

 連   絡   先： ○○－○○○○－○○○○ 

  

番号 図面番号等 質問事項 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7 
 

  

8 
 

  

 （注）  ・ 図面等が必要な場合は、添付すること。 

なお、電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問

内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載

しないこと。（機構ＨＰ掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答（https://www.ur-

net.go.jp/order/e-bid.html）」を遵守すること） 

※添付ファイルは他の業者から参照できないため、添付ファイルの中での社名等の記

載は支障ありません。 

 

※参考様式 


